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　は　じ　め　に 

 

 

 

世界保健機構（WHO）が、「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題」

であると明言してるように、自殺は社会の努力で避けることのできる死であるとい

うのが、世界の共通認識となっています。この考え方は、「誰一人取り残さない」

持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標である SDGｓの理念とし

ての意義も持っています。 

本市においては、2019 年度を初年度とする、「下田市いのち支える自殺対策行

動計画～誰も自殺に追い込まれることのない下田市の実現を目指して～」を策定し、

全庁的な施策・事業を展開して、小中学生、市民への啓発やゲートキーパー研修に

よる自殺リスクの早期発見・早期対応の推進など、様々な要因や世代に対応した自

殺対策に取り組んでまいりました。 

現在、本市の自殺者数は 2010 年をピークに緩やかに減少し、新型コロナの中で

も目標値を達成しています。しかしながら自殺者ゼロには至っておらず、働き盛り

世代や若年層での発生などの課題がまだ残っています。 

　第２次計画では、引き続き住民に最も身近な基礎自治体として、住民の暮らしに

密着した広報・啓発、相談支援等を始めとして、地域の特性に応じた自殺対策を推

進し、生きていくことに対して包括的な支援を総合的に推進してまいります。 

すべての方がかけがえのない個人として尊重されるとともに、困難な境遇や課題

に直面しても皆で支え合いながら健康で生きがいを持って暮らすことが出来る下

田市を実現出来るよう、市民の皆さまひとりひとりご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

結びに、第２次計画の策定にあたり、御尽力を賜りました健康づくり推進協議会

委員の皆様をはじめ、貴重な御意見、御提言をいただきました市民、各団体の皆様

に心からお礼申し上げます。 

 

 

2024年３月 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下田市長　松木　正一郎 
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しています。
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第１章　計画策定の趣旨等 

Ⅰ　計画策定の趣旨 

我が国の自殺対策は、2006 年の「自殺対策基本法」施行にはじまります。

それまでは「個人の問題」と認識されがちであった自殺は「社会の問題」と認

識されるようになり、国をあげて自殺対策を総合的に推進した結果、自殺者数

の年次推移は減少傾向にあります。しかし、今もなお毎年 2 万人を超える方が

自殺で亡くなっており、さらに 2020 年には新型コロナウイルス感染症拡大

の影響等で自殺の要因となりえる様々な問題がした増加ことにより、11 年ぶ

りに総数が前年を上回り、非常事態は続いている状況です。 

下田市では、このような状況を受けて、2019年3月に「下田市いのち支え

る自殺対策行動計画」を策定し、市が行う自殺対策につながる「生きることの

包括的な支援」を確認し、関連機関と連携を図りながら、自殺対策を推進して

きました。この「第2次下田市いのち支える自殺対策行動計画」は、自殺総合

大綱の基本理念「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指し、

これまでの市の取組を評価するとともに、市が行う自殺対策につながる「生き

ることの包括的な支援」の確認をし、関係機関と連携を図りながら、全庁的な

取組として自殺対策をさらに推進するために策定しました。 

 

Ⅱ　計画の位置づけ 

本計画は、本市における自殺対策を推進していくための総合的な計画で、国

の自殺対策基本法を踏まえたものです。また、「静岡県総合計画」の分野別「第

３次いのち支える“ふじのくに”自殺総合対策行動計画」及び「第５次下田市

総合計画」、「第３期下田市健康増進計画」との整合性を持たせた計画としま

す。 
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Ⅲ　計画の期間 

本計画の期間は、2024年度から2028年度までの５年間とします。 

なお、計画期間においても、社会情勢の変化や国・県の計画の変更に応じ必

要な見直し等の検討を行います。 

 

Ⅳ　計画の数値目標 

国は新たな大綱の目標として「202６年までに、自殺死亡率＊を2015年と

比べて30％以上減少」としています。 

本市の自殺死亡数は、減少傾向にあるものの2020年は一転して増加するな

ど、単年における変動が大きい特徴があります。これを考慮し、本計画では５

年間の平均自殺死亡者数を評価値に定め、2018年から2022年までの平均自

殺死亡者数である4.6人に対し、30％減の『平均自殺者数3.2人以下（2023

年から2027年）』を2028年の数値目標とします。 

 

第
５
次
下
田
市
総
合
計
画 

第
３
期
下
田
市
健
康
増
進
計
画

◇関連計画◇ 

下田市第４次地域福祉計画 

下田市第９次高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画 

下田市子ども・子育て支援事業計画 

第４期特定健康診査等実施計画 

第３期データヘルス計画 

第４次賀茂地区障害者計画 

第６期賀茂地区障害福祉計画 

第２期賀茂地区障害児福祉計画 等

国 

自殺総合対策大綱 

自殺対策基本法

県 

第３次いのち支える“ふじのくに”自殺総合対策行動計画

第２次下田市いのち支える自殺対策行動計画
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※１　2017 年～2021 年の平均自殺死亡率（地域自殺実態プロファイル 2022 より） 

※2　目標値/2023 年中央人口*100,000 にて算出 

 

Ⅴ　SDGｓ（持続可能な開発目標）の推進 

SDGs の基本理念である「誰一人取り残さない」は、自殺対策の理念と合致して

います。また、持続可能な世界を目指すための 17 のゴールのうち、目標３「すべ

ての人に健康と福祉を」には、自殺についての指標も掲げられています。 

国の自殺総合対策大綱においても SDGｓの推進を挙げていることから、本計画

においても SDGｓを踏まえて各施策を推進するものとします。本計画と主に関連

するＳＤＧｓのゴールは次の 8 つです。 

 

 

 

 現状 
※2021年

2028年目標

 

自殺者数 

（自殺死亡率＊）

下田市
4.6人 

（22.1/10万対）※1

3.2 人以下 

（16.1/10 万対）※2

 

県
539 人 

(15.3 人/10 万対)

450 人未満 

(12.9 人以下/10 万対）

 

国 (16.5 人/10 万対) （13.0 人以下/10 万対）
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第２章　自殺の現状 

Ⅰ 自殺の現状 

１．自殺者数の推移 

2022年の下田市の自殺者数は3人で、直近5年間では最も少なくなっていま

す。5年間で23人、年平均で4.6人が自殺により命を失っています。 

 

自殺者数の推移 

 
資料：厚生労働省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

 

 

２．自殺死亡率の推移 
2021年の自殺死亡率＊は、14.4％でした。直近４年間は全国平均を上回っ

た状態が続いていましたが、2021年には全国平均を下回り、増減しながらゆる

やかに減少傾向にあります。 
 

自殺死亡率の推移 

 
資料：厚生労働省　「地域における自殺の基礎資料」 
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３．性別の状況 

2022年の性別自殺者数は、「男性」が2人、「女性」が１人となっていま

す。2017年から2021年の合計の性別自殺者の割合は、「男性」が75％、「女

性」が25％となっており、全国とほぼ同様の傾向を示しています。 

 

自殺者数の推移（性別） 

資料：厚生労働省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

 

 

自殺者の割合（性別）　※2017 年～2021 年合計 

　　　　　　　しも下田市素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国 

　　  
資料：厚生労働省　「地域における自殺の基礎資料」 
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４．年代別の状況 

年代別自殺者数は、「60歳代」が５人で次いで、「40歳代」「70歳代」「80

歳以上」が4人となっています。年代別自殺者の割合は、全国と比べると「20

～30歳代」が少なく、男性の「40～60歳代」女性の「80歳以上」が多い傾向

にあります。 

 

自殺者数（年代別）　※2017 年～2021 年合計                       

 

 

資料：厚生労働省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

 

 

自殺者の割合（年代・性別）　※2017 年～2021 年合計 

 
資料：厚生労働省　「地域における自殺の基礎資料」 
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５．職業別の状況 

自殺者の有職者の状況をみると「被雇用者・勤め人」の割合が「自営業・家族

従業者」より多く全国と同じ傾向となっています。そして、事業者規模は19人

以下の事業所が95％を占めています。 

 

自殺者の割合（職業内訳）　※2017 年～2021 年合計 

 

資料：厚生労働省　「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

 

市内の事業所規模と従業者の割合 

 

資料：地域の事業所規模別事業所／従業者割合　＜平成 28 年経済センサス＞ 
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６．同居人の有無別状況 

自殺者の同居の有無をみると、「同居人あり」が全体の56.5％以上を占めて

います。 

静岡県と比べると「同居人あり」が、やや少なくなっています。 

　 

自殺者の割合（同居人の有無別）　※2017 年～2021 年合計 

　　　　　　　　　 下田市　　　　　　　　　　　　　　　　　  静岡県 

 

資料：厚生労働省　「地域における自殺の基礎資料」 

 

７．原因・動機別の状況 

自殺の原因・動機（一人３つまで計上）をみると、「健康問題」が最も多く、

次いで「経済・生活問題」の順となっています。 

 

自殺者の割合（原因・動機別）　※2017 年～2021 年合計 

下田市　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　静岡県 

 

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　資料：厚生労働省　「地域における自殺の基礎資料」 
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８．主な自殺の特徴 

自殺総合対策推進センターによる、自殺に関する地域の分析及び地域特定の把

握のための「地域自殺実態プロファイル【2022】」では、次のような下田市の

特性が示されています。 

 

*自殺死亡率の母数(人口)は 2015 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。 
資料　自殺総合対策推進センター 「地域自殺実態プロファイル【2022】 

 
 

 
上位５区分

自殺者数 
５ 年 計
（人）

割 合
自殺死亡率* 

(10万対) 
（人）

背景にある主な自殺の危機経路

 
１位：男性40～59歳 

有職同居
５ 20.8％ 52.2

配置転換→過労→職場の人間関係
の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→
自殺

 
２位：男性40～59歳 

有職独居
４ 16.7％ 164.1

配置転換（昇進/降格含む）→過労
＋仕事の失敗→うつ状態+アル
コール依存→自殺

 
３位：男性60歳以上 

無職独居
３ 12.5％ 102.8

失業（退職）＋死別・離別→うつ

状態→将来生活への悲観→自殺

 

４位：女性60歳以上 
無職同居

３ 12.5％ 8.5 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

 

５位：女性60歳以上 
無職独居

２ 8.3％ 33.7 死別・離別+身体疾患→病苦→うつ
状態→自殺
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Ⅱ 市民の意識調査について 

第３期下田市健康増進計画策定に際し、2019年2月に無作為抽出による20歳

以上の市民1,385人を対象にアンケート調査を実施し、441人から回答をいただ

きました。 

また、第２次下田市いのち支える自殺対策行動計画策定にあたり、2023年11

月に市内に在住・在勤等する16歳以上の市民等を対象にアンケート調査を実施し

177人から回答をいただきました。以下は一部を抜粋したものです。 
 
 
１．ストレス解消法の有無 

自分なりのストレス解消法を「持っていない」と回答した人は、男性17％、

女性12％となっています。 
 

 
ストレス解消法を持っていない人の割合                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料：健康増進アンケート 

 

２．生きがいの有無 

生きがいを「持っている」と回答した人は、男性55％、女性54％となって

います。 
 

 

生きがいを持っている人の割合 

資料：健康増進アンケート 

12 

17 

12 

0 10 20 30

全体

男

女

（％）

54 

55 

54 

0 40 80

全体

男

女

（％）

 問　あなたは、自分なりのストレス解消法を持っていますか。

 問　あなたは、生きがいを持っていますか。
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３．睡眠時間の状況 

睡眠で休養が十分に「とれている」と回答した人は、男性73％、女性65％

となっています。 

 

 

睡眠で休養が十分にとれている人の割合                                  

 
資料：健康増進アンケート 

 

 

４．ストレスの内容 

この１ヶ月間に不安や悩み、ストレスを感じることが「ある」と答えた人のう

ち、そのストレス等の内容を問いました。「家族のこと」が55％、「職場のこ

と」51％、「経済的なこと」40％の順で高い結果となっています。 

 

 

ストレスの内容                                                     

 

資料：【16 歳以上向け】こころの健康づくりアンケート 

 

68 

73 

65 

0 40 80

全体

男

女

（％）

51 

55 

5 

35 

40 

5 

3 

1 

0 30 60

職場のこと

家族のこと

友人関係について

身体のこと

経済的なこと

勉強のこと

その他

無回答

（％）

 問　あなたは、睡眠で休養が十分とれていますか。

 問　ストレスの内容はどのようなことですか。（複数回答）
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５．ストレスを感じた時の相談の有無 

ストレスを感じた時に、誰かに「相談する」と回答した人は、男性47％、女

性74％となっております。また年代別では、30代、50代、70代以上でほかの

年代より低い割合となっています。 

 

 

相談の有無（男女別）                                                

 
資料：【16 歳以上向け】こころの健康づくりアンケート 

 

相談の有無（年齢別）                                              

 
資料：【16 歳以上向け】こころの健康づくりアンケート 

74 

47 

65 

25 

49 

32 

1 

4 

3 

0 50 100

女

男

全体

（％）

相談する 相談しない 無回答

100 

82 

61 

72 

59 

74 

50 

0 

18 

36 

26 

39 

21 

43 

0 

0 

4 

2 

2 

5 

7 

0 50 100

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

（％）
相談する 相談しない 無回答

 問　あなたは、悩みを抱えた時やストレスを感じた時、誰かに相談しますか。
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６．自殺対策の周知度 

自殺対策のうち、「知っているものはない」と回答した人は、男性21％、女

性13％となっています。また、年代別では70代以上で高い割合となっています。 

 

 

「知っているものはない」と答えた人の割合（男女別） 

 

 資料：【16 歳以上向け】こころの健康づくりアンケート 

 

 

 

 

 

「知っているものはない」と答えた人の割合（年代別）                      

 
資料：【16 歳以上向け】こころの健康づくりアンケート 

13

21

15

0 10 20 30

女

男

全体
（％）

0

0

18

13

14

11

29

0 10 20 30

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

（％）

 問　あなたが自殺対策に関して知っているものはなんですか。（複数回答）
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７．自殺やうつに対するイメージ 

自殺やうつに対するイメージは、「よほどつらいことがあったのだろう」が

69％、次いで「身近・自分にも起こりうることだ」が60％と高くなっています。 

 

 

自殺やうつに対するイメージ 

 

資料：【16 歳以上向け】こころの健康づくりアンケート 

69

4

14

16

39

60

1

3

2

0 40 80

よほどつらいことがあったのだろう

仕方がないことだ

本人の気持ちの問題だ

防ぐことのできない社会の問題だ

適切な支援があれば防げることだ

身近・自分にも起こりうることだ

自分には関係のないことだ

その他

無回答

（％）

 問　自殺やうつについてどのようなイメージをもっていますか。（複数回答）
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Ⅲ 小中学生の意識調査について 

市内小学校在学５年生（対象112人、有効回答率98％）及び市内中学校在学

２年生（対象139人、有効回答率93％）に対し、2023年11月にアンケート調

査を実施しました。以下はその結果の一部です。 

 

 

１．ストレス等の有無 

不満や悩み、ストレスが「たくさんあった」「多少あった」を合わせた『あっ

た』は、全体で47％、小学生40％、中学生54％となっています。性別でみる

と『あった』は、男49％、女55％となっています。 

 

 

不安や悩み、ストレスを感じた児童・生徒の割合　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　 　あった　　　　　　　　　　　　　  　なかった 

 
資料：【小中学生向け】下田市こころの健康づくりアンケート 

12

10

39

43

11

42

30

16

6

36

36

48

1

20

41

10

11

44

31

11

0

1

0

0

1

0 50 100

中学生

小学生

女

男

全体

（％）

たくさんあった 多少あった あまりなかった まったくない 無回答

 問　あなたは、この１か月間に、不安や悩み、ストレスを感じることがありましたか。
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２．ストレス等の内容 

トレスの内容は、小学生では「友人のこと」30％、「学校のこと25％、「親・

家族のこと」15％の順に対して、中学生では「勉強のこと」28％、「学校のこ

と」17％、「クラブ・部活動のこと」17％の順になっています。 

 

 
不満や悩み、ストレスの内容の割合(複数回答) 

資料：【小中学生向け】下田市こころの健康づくりアンケート調査 

 

３．悩みごとがある時の相談について 

悩みごとがある時の、家族への相談について「よく相談する」「時々相談する」

をあわせた『相談する』は、小学生70％、中学生42％に対して、「ほとんど相

談しない」は、小学生29％、中学生58％となっています。性別でみると『相談

する』は、男65％、女59％となっています。 

 

 
家族へ相談する児童・生徒の割合 

相談する 

　 
資料：【小中学生向け】下田市こころの健康づくりアンケート調査 

2

6

3

17

28

16

11

17

4

6

10
1

8

30

15

25

0 10 20 30 40 50

その他

恋愛のこと

自分の体のこと

クラブ・部活のこと

勉強のこと

友人のこと

親・家族のこと

学校のこと （％）

中学生 小学生

11

24

34

55

17

31

46

25

10

38

58

29

40

36

44

0

1

1
0

0

0 50 100

中学生

小学生

女

男

全体

（％）

よく相談する 時々相談する ほとんど相談しない 無回答

 問　不満や悩み、ストレスの内容は、どのようなことですか。（複数回答）

 問　あなたは悩みごとがあるとき、家族に相談しますか。
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４．相談相手 

家族以外に相談できる人は「学校の友人や先輩、後輩」が全体で70％と最も

多く、その内訳は、小学生37％、中学生58％、男45％、女50％となっていま

す。 

また、「誰もいない」は、全体で13％となっています。 

 

 

家族以外の相談相手の割合（複数回答） 

 

資料：【小中学生向け】下田市こころの健康づくりアンケート調査 

0

9

1

0

8

12

12

58

6

9

2

2

6

16

23

37

2

8

2

1

5

12

19

50

4

10

1

1

7

16

17

45

5

13

2

1

10

21

26

70

0 40 80

その他

誰もいない

医者

近所の人

親戚

学校以外の友人

学校の先生

学校の友人や先輩、後輩

（％）

全体 男 女 小学生 中学生

 問　あなたには家族以外に相談できる人はいますか。（○はいくつでも）
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第３章　前期計画の取組と評価 

Ⅰ　数値目標の結果 

成果指標の平均自殺者数5人より0.4人減の4.6人と減少しました。 

 

　　　 

 

 

 

 

Ⅱ　取組評価 

前期計画（項目）の達成状況は以下のとおりです。 

今後は、新たに発生した課題やニーズに対応した取組が求められます。 

 

 

 

 

 

◆地域におけるネットワークの強化 基本施策　１ 

 

 

 

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年度）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 
下田市いのち支える自殺 
対策推進本部会議の開催

－ 1回以上/年 1回

１回　

(進捗

調査)

１回　

(進捗

調査)

１回　

(進捗

調査)

１回 
(進捗

調査)

○ 福祉事務所

 平均自殺者数 

2012～2017 年
基準値

７．５人 

（31.6/10 万対）

 

平均自殺者数 

2018～2022 年

成果指標
5 人 

（22.1/10 万対）

 

実数 ４．６人

＜評価区分＞ 

◎　直近値が目標値を上回っている 

○　直近値が基準値を上回っている 

△　直近値が基準値と変わらない 

×　直近値が基準値より悪化・低下している
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◆自殺対策を支える人材の育成　基本施策　２ 

 

◆市民への普及啓発と周知　基本施策　３ 

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 職員向けゲートキーパー＊ 
養 成 研 修 回 数

－ 1回/年 1 回
0回 

(中止)
0回

１回 
（15人）

1回/年

(11人)
○

総務課 
福祉事務所

 職員向けゲートキーパー 
養 成 研 修 ア ン ケ ー ト で 
「自殺対策の理解ができた」 
と 回 答 し た 人 の 割 合

－ 100％ － － － 100％ 100％ ○ 福祉事務所

 市民向けゲートキーパー＊ 
養 成 研 修 回 数

1回/年 1回/年 1回 1回 1回 2回 - × 福祉事務所

 市民向けゲートキーパー＊ 
養 成 研 修 ア ン ケ ー ト で 
「自殺対策の理解ができた」 
と 回 答 し た 人 の 割 合

－ 70％ -
100％ 
(24人)

100% 
(15人)

95％ - × 福祉事務所

 
認知症サポーター＊養成数 
（ 下 田 市 第 ８ 次 高 齢 者 
保健福祉計画・第７期介護 
保 険 事 業 計 画  計 画 値 ）

2009年度～2017年度 
1,615人

2009年度～2020年度 
 2,002人

養成数 
226人 
累計 

1,841人

養成数 
100人 
累計 

1,941人

養成数 
88人 
累計 
2,029人

養成数 
109人 
累計 

2,138人

養成数 
147人 
累計 
2,285人

◎ 市民保健課

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 

図書館での自殺予防月間 
コ ー ナ ー 設 置

－ 1回/年 1回 １回 １回 １回 １回 ○ 生涯学習課

 

街頭啓発キャンペーン等 
啓 発 回 数

2回/年 2回/年 1回 1回 1回 1回 - × 福祉事務所

 

相 談 窓 口 一 覧 チ ラ シ の 
作 成 ・ 配 布

実施 継続 実施 実施 実施 実施 実施 ○ 福祉事務所

 

こころの健康等に関する 
健 康 教 育 の 実 施 回 数

－ １回/年 1回 2回 2回 1回 ２回 ◎ 市民保健課

 
ゲ ー ト キ ー パ ー ＊ を 
知 っ て い る 市 民 の 割 合 
(下田市健康増進アンケート)

－ 70％ 14.7％ - - - 市民保健課
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◆生きることの促進要因への支援　基本施策　４ 

 

◆児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育　基本施策 ５ 

 

 

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 
下 田 市 い じ め 問 題 対 策 
連 絡 協 議 会 の 開 催

－ １回/年 1回 1回 1回 1回 1回 ○ 学校教育課

 

特 定 健 康 診 査 ＊ の 受 診 率 
(第４次下田市総合計画目標値)

29.4％ 40.0％ 31.1% 30.9% 22.5% 25.9% 31.9% ○ 市民保健課

 特 定 保 健 
指 導 ＊ の 
実 施 率 
（ 第 ２ 期

デ ー タ ヘ 
ル ス 計 画 
目 標 値 ）

積 極 的 支 援 21.7％ 35.0％ 8.8% 50% 18.2% 14.9% 10.2% × 市民保健課

 

動 機 づ け 支 援 34.5％ 35.0％ 25.9% 63.6% 45.4% 40.8% 45.5% ◎ 市民保健課

 

こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 
訪 問 の 実 施 率

89.2％ 
（91件/102

件）

100.0％ 80 件

94.8% 
74件 
/78件

100% 
69件 
/69件

100% 
70件 
/70件

100% 
62件 
/62件

○
市民保健課 
福祉事務所

 

産後うつ質問票（エジンバラ＊）での 
９ 点 以 上 高 得 点 者 の 割 合

13.4％ 
（9人/67人）

減少
13.8% 

(9人/65人)

14.3% 

(7人/49人)

8.9% 

（6人/67人）

16.4% 

(9人/55人)
× 市民保健課

 
自 分 な り の ス ト レ ス 
解 消 法 を 持 つ 人 の 割 合 
（第２期下田市健康増進計画目標値）

2012年度 
54.0％

2019年度 
67.0％

- 83.3％ - - - ◎ 市民保健課

 
睡 眠 で 休 養 が 十 分 
と れ て い る 人 の 割 合 
（第２期下田市健康増進計画目標値）

2012年度 
69.9％

2019年度 
75.0％

- 68.3％ - - - × 市民保健課

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 

児童生徒の「ＳＯＳの出し方に 
関 す る 教 育 」 実 施 回 数

小学校７/７校 
中学校４/４校

小学校７校 
中学校１校

小:7校 
中:4校

小:3校 
中:2校

小:3校 
中:2校

小:3校 
中:2校

小:3校 
中:1校

× 学校教育課

 

会 員 制 交 流 サ イ ト ＊ 
研 修 会 の 実 施 回 数

小学校６/７校 
中学校３/４校

小学校７校 
中学校１校

小:7校 
中:4校

小:5校 
中:3校

小:5校 
中:3校

小:5校 
中:3校

小:5校 
中:1校

× 学校教育課
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◆高齢者対策　重点施策  １ 

 

◆生活困窮者対策　重点施策 ２ 

 

◆勤務・経営対策　重点施策 ３ 

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 

6 0 歳 以 上 の 自 殺 者 数
2012～ 2017合 計 計

18人

2018～ 2022合 計 計

12.6人 
(30％減少)

５人 ２人 ２人 １人 ３人 ◎

福祉事務所 
(厚生労働省　 

　人口動態統計)  

8 0 歳 以 上 の 自 殺 者 数
2012～ 2017合 計 計

5人

2018～ 2022合 計 計

3.5人 
(30％減少)

1 人 １人 １人 0人 1人 ○

 
生涯学習事業で「こころの健康、 
生きがい、いのちの大切さ」に 
関 連 し た 講 座 等 の 実 施 回 数

0回/年 1回/年 1回 １回 １回 １回 - △ 生涯学習課

 
地 域 居 場 所 数 16か所 40か所 17ヵ所 18ヵ所 19ヵ所 20ヵ所 21ヵ所 ○ 市民保健課

 
認 知 症 高 齢 者 等 
事 前 登 録 者 数

0人 5人 延3人 延4人 延5人 延5人 延6人 ◎ 市民保健課

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 

低 所 得 者 福 祉 等 の 社 会 保 障 の 
充 実 に 満 足 し て い る 市 民 の 割 合 
( 第 ４ 次 下 田 市 総 合 計 画 目 標 値 ）

2009年度 
27％

2020年度 
50％

－ 8.9％ 企画課

 
就 労 支 援 事 業 の 利 用 の う ち 
就 労 に つ な が っ た 件 数

3件 増加 － - 7人 2人 0人 × 福祉事務所

 
指　　　　標

現　　状 
（基準値2017年）

目　　標 
（目標値2023年度）

2018 2019 2020 2021 2022 評価 関係課

 
経 営 者 支 援 セ ミ ナ ー 等 に 
お い て 自 殺 対 策 に 関 連 す る 
講 演 の 機 会 を 設 け る 回 数

0回/年 1回/年 － － － － － × 産業振興課

 
働 き や す い 環 境 の 整 備 に 
満 足 す る 市 民 の 割 合 
（第４次下田市総合計画目標値）

7％ 50％ － 4.9％ 企画課
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Ⅲ　課題 

本市の自殺の現状(厚生労働省　地域における自殺の基礎資料)及びアンケート調

査の結果から、本市の自殺対策における課題として、以下の点があげられます。 

 

１．自殺に対する正しい理解の促進と自殺対策の普及啓発 

自殺についての考えを尋ねた設問においても、自殺に対して様々な考えがなさ

れていることもうかがえます。この結果を受けて自殺対策の第一歩として、市民

の正しい理解を促進するため、自殺に関する現状や自殺対策について周知するこ

とが必要です。 

自殺は様々な社会的要因が複雑に絡み合って起こること、自殺は社会的な取組

によって防げる死であることに対する理解を促進し、市民一人ひとりがこころの

健康について考えることができるよう、広報等を通した啓発を推進していくこと

が求められています。 

 

２．ハイリスク者への支援 

2017年から2021年までの自殺者24人のうち、男性18人、女性6人で男性が

多く占めています。中でも40歳から59歳の男性有職者の配置転換、過労や60歳

以上の失業が背景にある方が多い状況で、アンケートからも働き世代の有職者の

ストレス度は高く、解消法のない人も女性と比較し多い状況です。この点は本市

の自殺の現状における特徴となっており、これらの方を対象とした支援を展開す

ることが必要となっています。 

本市の事業所規模別就業状況をみると、50人以下の小規模事業所が約98.2％を

占めております。働き世代及び就労への支援について、全国的に小規模事業所で

はメンタルヘルス対策に遅れがあると指摘されていることから、小規模事業所へ

働きかけ、職場環境などの勤務問題に係る自殺対策を関係機関と連携し取り組ん

で行くことが求められます。 

 

３．様々な悩みに対応する相談支援体制の確立 

本市で起こった自殺の原因・動機をみると、「高齢者」「生活困窮」「勤務・

経営」が多く占めています。しかし、自殺に至る原因はこれだけでなく、様々な

社会的要因が自殺のリスクを高めることに作用します。また、アンケート調査結

果をみると、「身近な人には言えない」「何処に相談したらいいか分からない」

などの意見があり、日ごろ何らかの要因により悩み、苦労、ストレス、不満、不

安を感じても、ひとりで抱え込んでいることがうかがえます。 

以上のことから、生活を送るうえで生じる多岐にわたる悩みや不安を受け止め、

適切な支援へとつなぐことができる相談支援体制を確立することが求められてい

ます。そのために、庁内での世代や特性を問わない相談支援体制整備を図るとと

もに、静岡県や各種関係機関等との連携を強化していくことが重要です。 
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第 4 章　計画の基本的な考え方　 

Ⅰ　基本理念　　　　　　　　　　　　 

市民一人ひとりが「いのち」を大切にし、 

誰も自殺に追い込まれることのない下田市の実現 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その背景には、精神保健上

の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、勤務問題などさまざま

な社会的要因があることが知られています。 

そのため、これらの社会的要因を減らし追い込まれる状況に陥らないよう、

社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援」「地域連携」「社会

制度」など、それぞれにおいて対策の強化を図り、かつそれを総合的に推進す

ることが大切です。 

自殺対策の本質は「生きることの支援」であり、「いのち支える」自殺対策

として、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指します。 

 

Ⅱ　基本認識 

令和 4 年 10 月に国が定めた自殺総合対策大綱では、基本認識を以下のよう

に挙げています。本計画においてもこの自殺総合対策大綱の基本認識を念頭に

おいて、自殺対策を推進していきます。 

◆自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

◆年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

◆新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 

◆地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡ＊サイクルを通じて推進する 

 

Ⅲ　基本方針 

基本認識を踏まえ下田市の基本方針を以下のとおり定めます。 

◆生きることの包括的な支援として推進する 

・社会全体の自殺リスクを低下させる 

・生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす 

◆関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

・様々な分野の生きる支援との連携を強化する 

・精神保健医療福祉施策との連携 

・地域共生社会の実現に向けた施策との連携 

・孤独・孤立対策との連携 

・子どもの自殺対策における連携 
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◆対応の段階に応じた対策を効果的に連動させる 

・対人支援・地域連携・社会制度の対策を連動させる 

・事前・危機・事後の各段階に応じた効果的な施策を講じる 

◆実践と啓発を両輪として推進する 

・自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する 

・精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する 

◆関係者の役割を明確化し、その連携・協働を推進する 

◆自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する。 

 

　Ⅳ　下田市の重点施策方針 

　前期計画において明らかになった課題、自殺者の現状分析等を勘案し、本計

画において特に集中して取り組むべき施策の方針を以下のとおり設定します。 

　関係機関・団体等と連携し、生きるための包括的な支援体制づくりを進め、

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指します。 

 

　　　◆　高齢者対策の強化 

　　健康、医療、介護、生活等に関する様々な関係機関や団体等と連携し、包括的な支援

体制を整備します。高齢者の健康づくりや社会参加、居場所づくりを推進します。 

 

 

　　　◆　生活困窮者対策の強化 

　　多職種の連携を図り生活困窮に陥る前に支援が開始できるよう相談体制を整備しま

す。生活困窮を抱えたハイリスク者に対して個別支援を実施します。 

 

 

　　　◆　勤務・経営問題への対策を強化 

　　勤務・経営問題による自殺リスクの低減に向けた相談体制の整備や勤務問題の現状や

対策について周知・啓発活動に努めます。 

 

 

　　　◆　子ども・若者の自殺対策を更に強化 

　　子どもや若者向けの相談窓口の充実や教育委員会との連携によるスクールカ

ウンセラー等の充実を図ります。 
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第 5 章　自殺総合対策のための施策・取組 

Ⅰ　基本施策 

１．地域におけるネットワークの強化 

市役所内をはじめ、賀茂医師会、下田警察署、静岡地方法務局下田支局、賀茂

健康福祉センター、賀茂児童相談所、下田市社会福祉協議会＊、下田市民生委員

児童委員協議会等と連携し地域における見守りや相談体制の充実を図ります。 

 

１）下田市いのち支える自殺対策推進本部会議の開催 

副市長及び教育長を中心に、庁内連携し、全庁的に総合的かつ効果的な対策

を推進するため、関係各課の課長・係長を構成員とする会議を開催します。 

 

２）相談体制の整備 

重層的相談支援体制の構築を視野に入れた相談体制の整備に努めます。 

 

３）地域連携会議の開催 

関係機関を構成員する様々な地域会議を開催し、自殺の現状や、各年度の自

殺対策の取組内容及び今後の課題等について、情報共有・意見交換を行い課題

の解決に向けた取組を協議することで、自殺対策を効果的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【下田市いのち支える自殺対策推進本部会議】  

自殺対策について庁内関係部署の緊密な
連携と協力により、自殺対策を総合的に推
進するため会議を開催します。

継続 福祉事務所
下田市いのち支える自殺対
策推進本部

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【重層的相談支援体制の整備】  

属性や世代を問わない相談支援体制につ
いて庁内関係部署と具体的な実施に向けた
「あり方検討会」を開催し重層的相談体制
の構築に努めます。

新規
総務課 

福祉事務所 
市民保健課
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２．自殺対策を支える人材の育成 

様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対して、早期発見、早期対応を図るた

め、早期の「気づき」が大切です。「気づき」のための人材育成を実施し、誰も

が早期の「気づき」に対応できるよう研修の機会を確保します。 

 

１）様々な職種を対象とした研修等 

職員等の対応力向上のため、人材育成に努めます。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【下田市要保護児童対策地域協議会】 

　構成機関に対し、本市の自殺の現状や取
組を説明し、相談窓口案内等を配布し情報
提供を行います。 

継続 福祉事務所

静岡地方法務局下田支局、
賀茂児童相談所、賀茂健康
福祉センター、下田警察署、
賀茂医師会、下田市民生委
員児童委員協議会等

 【下田市いじめ問題対策連絡協議会】 

下田市いじめ問題対策連絡協議会におい
て、本市のいじめの現状や取組の説明、相
談窓口等の配布により情報提供を行いま
す。 

 
 

継続 学校教育課

静岡地方法務局下田支局、
賀茂児童相談所、下田警察
署、PTA連絡協議会、福祉
事務所、人権擁護委員、下
田市民生委員児童委員協議
会、スクールソーシャル
ワーカー＊、スクールカウ
ンセラー＊

 【下田市健康づくり推進協議会】 

健康増進計画の「休養・こころの健康」
分野と自殺対策を連動させ施策の検討・評
価等を実施します。

継続 市民保健課

賀茂医師会、賀茂歯科医師
会、下田市国民健康保険運
営協議会、下田市いきいき
サポーター協議会等

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【職員の研修】 

職員研修の１つとして、自殺対策につな
がる講座を導入することで全庁的に自殺対
策を推進するための人材の育成を図りま
す。

継続
総務課 

福祉事務所

静岡県精神保健福祉セン
ター、賀茂健康福祉セン
ター

 【学校保健委員会】 

養護教諭が中心となる学校保健委員会に
おいて、児童生徒の様子を共有し、より効
果的な対応について研修します。

継続 学校教育課 学校医

 【生活困窮者自立支援員の育成】 

生活困窮者の支援者に対して、利用者が
直面しがちな様々な自殺のリスクについて
学ぶ機会の情報を提供し参加を促します。

継続 福祉事務所 下田市社会福祉協議会＊
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２）一般市民を対象とした研修 

地域住民と接する機会の多い民生委員＊等を中心に地域における支え手を育

成します。 

 

 

３．市民への啓発と周知 

自殺は誰にでも起こり得るものであり、その場合には誰かに援助を求めること

が大切であるということを、市民に啓発していく必要があります。市民が、自身

の不調や周りにいる自殺を考えている人の存在に気づき、声をかけ、話を聞き、

必要に応じて適切に対処できるよう取り組みます。 

　 

１）自殺予防週間及び自殺対策強化月間における普及啓発 

自殺対策基本法第７条第２項で法定化されている、９月10日（世界自殺予防

デー）から16日までの自殺予防週間、３月の自殺対策強化月間を中心に、いの

ちの大切さや自殺予防に関する正しい知識の普及を図るとともに、自殺の危険

を示すサインに気づき、適切な対応ができるよう啓発事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【ゲートキーパー＊研修会】 

地域住民と接する機会の多い民生委員＊

や地域ボランティア等にゲートキーパー＊

研修を実施し、相談者やその家族の変化に
気づき、寄り添いながら見守っていく役割
を担う人材の育成に努めます。

継続 福祉事務所
静岡県精神保健福祉セン
ター、賀茂健康福祉セン
ター

 【認知症サポーター＊養成】  

誰もが安心して暮らせる地域づくりを目
指して、認知症についての正しい知識を持
ち、認知症の人や家族を応援する認知症サ
ポーター＊等を養成します。

継続 市民保健課 地域包括支援センター

 【高齢者見守りネットワーク事業】 

ひとり暮らし高齢者等を訪問する機会の
ある事業所と協定を結び、異常のある時は
市に通報してもらうことにより、問題の早
期発見、解決に努めます。

継続 市民保健課

配食サービス事業者、新聞

店、宅配業者、タクシー事

業者等
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２）児童生徒・市民・勤労者向け講座 

こころの健康等、様々な分野をテーマに、児童生徒、市民や勤労者を対象に講

座等を開催し知識の普及・啓発を行います。 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【図書館でのポスター・パネル展示】 

自殺対策強化月間にあわせ図書館の展示
スペースを活用したポスター・パネル展
示、関連本の特集、リーフレット、啓発品
の配布を実施します。

継続 生涯学習課 下田市立図書館

 【自殺予防週間、自殺対策強化月間の周知】 

ポスター掲示、街頭キャンペーン等を実
施し啓発を図ります。 

通知封筒や公用車（ステッカー貼付）を
利用し周知に努めます。

継続
総務課 
財務課 

福祉事務所

静岡県精神保健福祉セン
ター、賀茂健康福祉セン
ター

 【自殺予防の意識啓発及び相談窓口の周知】 

庁内窓口や関係機関に自殺予防対策の基
本知識を理解できるリーフレットを設置
するとともに相談窓口の周知を図ります。

継続 福祉事務所

下田市社会福祉協議会＊ 
賀茂障害者就業・生活支援
センターわ、南伊豆地域生
活支援センターふれあい

 【統計書の作成】 

統計書の作成等市独自の自殺統計、リス
ク要因に関する分析結果等を掲載し情報
を提供します。

継続
総務課 

福祉事務所

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【会員制交流＊サイト研修】 

児童生徒に会員制交流サイト＊における
マナーやメリット・デメリット、使用方法
や個人情報の大切さを理解してもらいトラ
ブルに巻き込まれないよう啓発します。

継続 学校教育課
 

 【健康教育】（こころの健康等） 

一般市民を対象にうつ病予防やこころの
健康、上手な睡眠の取り方等について講座
を開催します。

継続 市民保健課 賀茂健康福祉センター

 【赤ちゃんふれあい体験会】 

児童生徒等に対して、助産師、妊婦等の
体験談や実際に乳児とふれあう機会を提供
することにより、いのちや性の大切さや子
育てに対する愛情等を確認・啓発します。

継続
学校教育課 
市民保健課 
福祉事務所

下田市子育て支援ネット
ワーク

 【性に関する指導推進事業】 

県立高校に、助産師を講師として派遣し、
性に関する指導の充実を図り望まない妊娠
や性被害を防ぎます。

継続 市民保健課 賀茂健康福祉センター
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３）メディアを活用した普及啓発 

新聞、ケーブルテレビや市ホームページを通じてこころの健康づくりや相談窓

口等について情報提供していきます。 

 

４．生きることの促進要因への支援 

自殺に追い込む、過労、生活困窮、いじめなど様々な「生きることの阻害要因」

を減らし、複雑・多様化する悩みに対応した相談体制を確保し、生きることに希

望が持てる様々な「生きることの促進要因」を増やす取組を推進します。 

 

１）相談体制の充実と支援方法についての情報提供 

悩み事を抱えている人を適切な相談機関につなげるため、地域における相談体

制の充実やパンフレット等を活用した周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【広報等行政情報の発信】 

広報しもだ、回覧、ホームページ、イン
スタグラム＊、フェイスブック＊を活用し情
報を発信します。

継続
企画課 

福祉事務所

 【新聞の活用】 

各種相談会・講演会等について情報を提
供します。

継続 福祉事務所
賀茂健康福祉センター、賀
茂障害者就業・生活支援セ
ンターわ

 【有線テレビの活用】 

有線テレビのお知らせコーナー等を利用
し情報を発信します。

継続 福祉事務所 賀茂健康福祉センター

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【下田市支え合いシート】 

窓口で何度も同じ相談に来る等対応が困
難な場合、下田市支え合いシートを活用し、
必要な相談窓口につなげます。

継続 福祉事務所

 【公害等に関する苦情相談】 

公害苦情等の情報を発信・周知し、トラ
ブルの発生防止に努めます。

継続 環境対策課

 【市民相談員による市民相談】 

住民からの行政相談、生活相談を受けて
問題解決に向け支援をします。

継続 市民保健課

 【顧問弁護士による市民相談】 

住民からの法律相談を受けて問題解決に
向けて支援をします。

継続 市民保健課
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※児童生徒の相談は、重点施策4-２)『児童生徒のいじめに関する相談・支援』参照 
※児童虐待相談は、重点施策4-３)『児童虐待被害者等への支援』参照 
※ひきこもり相談は、基本施策4-2)『ひきこもりに対する支援』参照 
※妊産婦相談は、基本施策4-5)『妊産婦への支援』参照  
※自殺未遂者相談は、基本施策4-6)『自殺未遂者に対する支援』参照 
※遺族相談は、基本施策4-7)『遺された人への支援』参照 
※高齢者・介護相談は、重点施策１-3)『高齢者や介護者に対する相談・支援』参照 
※生活困窮者相談は、重点施策２-1)『相談体制の整備』参照 

　　   ※勤労者相談は、重点施策３『勤務・経営対策』参照 

 

 

 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【健康に関する相談】 

『がんよろず相談』や健康相談等で保健
師や専門家が相談を受けて医療機関等につ
なげます。

継続 市民保健課

 【介護給付に関する相談】 

相談を通じて家族等の負担軽減を図りま
す。

継続 市民保健課

 【ガイドブック作成】 

『下田市の高齢者・障害者福祉サービス
のご案内』を作成し相談窓口の情報を提供
します。

継続 福祉事務所

 
【障害者虐待相談】 

障害者虐待防止センターを設置し障害者
の虐待相談、調査、一時保護等を行い支援
します。

継続 福祉事務所

 【障害者支援センターによる障害者相談】 

精神・身体・知的障害者に対し、来所面
談、電話相談、自宅等を訪問し生活上の様々
な問題を解決できるよう支援先につなげま
す。

継続 福祉事務所
南伊豆地域相談支援セン
ターふれあい、オリブ、す
まいる

 【精神保健福祉相談】 

精神障害者及び家族からの相談に対応
し、関係機関と連携し問題の解決に努めま
す。

継続 福祉事務所

賀茂健康福祉センター、南
伊豆地域相談支援センター
ふれあい、賀茂障害者就
業・生活支援センターわ

 【民生委員・児童委員＊による相談】 

地域住民にとって身近な相談窓口として
住民の相談に対応し、必要な情報を提供し
支援先につなげます。

継続 福祉事務所
下田市民生委員児童委員協
議会

 【こころの健康相談会】 

県が実施するこころの健康に関する精神
科医による相談会の情報を周知します。

継続 福祉事務所 賀茂健康福祉センター
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２）ひきこもりに対する支援 

ひきこもり状態で悩む本人及び家族等の孤立・深刻化を防ぐため、静岡県ひ

きこもり支援センターや賀茂健康福祉センターと連携し、地域全体における包

括的なひきこもり対策を推進します。 

 
３）性的マイノリティ（性的少数派）への支援 

ＬＧＢＴ＊等性的マイノリティの人々は、社会や地域の未理解や偏見等の社

会的要因によって自殺念慮を抱えることもあることから、これらの人々に対す

る理解を促進するために相談窓口等の周知に努めます。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【ひきこもり相談】 

保健師等が、ひきこもり相談に対応し必
要な情報を提供し支援先につなげます。

継続 福祉事務所 賀茂健康福祉センター

 【ひきこもり相談会】 

様々な要因が重なって、職場や学校に
通ったり、友人と連絡を取ったり等の外部
の世界に接することが極端に少なくなり、
自宅以外での居場所が長期間にわたりなく
なっている状態の方の相談会を周知し支援
先につなげます。

継続 福祉事務所 賀茂健康福祉センター

 【居場所づくり】 

コミュニティ・スペース『めばえ』につ
いて情報を提供します。

継続 福祉事務所 賀茂健康福祉センター

 【家族交流会】 

家族の交流会『つばさ』について情報を
提供します。

継続 福祉事務所 賀茂健康福祉センター

 事業・内容 取組 担当課 関係機関

 【人権相談】 

家庭内や職場での差別等について相談を
行います。

継続 福祉事務所 静岡地方法務局下田支局

 【相談窓口の周知】 

悩み等を相談できる、よりそいホットラ
イン（24時間365日対応）等相談窓口の
周知に努めます。

継続 福祉事務所
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４）生活習慣病＊・がんの早期発見と重症化予防の支援 
健診・相談等で病気の早期発見、重症化予防に努めます。 

 

５）女性への支援 

自殺の要因となる産後うつや育児ストレス等をはじめとする女性特有の悩

みや不安を予防するとともに、早期発見し支援につなげるように努めます。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【特定健康診査＊・がん検診】 

特定健康診査＊やがん検診等の受診を勧
奨し、生活習慣病＊やがんの早期発見及び
重症化予防に努めます。

継続 市民保健課 市内医療機関

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【子育てネットワーク】 

子育て支援に係る団体間のネットワーク
を形成し年間を通じた居場所の提供を行い
ます。

継続 福祉事務所
下田市子育て支援ネット
ワーク

 【母子手帳交付】 

母子手帳交付を通じて特定妊婦を把握し
必要な支援につなげます。

継続 市民保健課

 【新生児訪問】 

訪問時に、エジンバラ質問票＊等を実施し
産後うつや乳児を抱えた母親の抱えがちな
自殺リスクの早期発見に努めます。

継続 市民保健課

 【育児相談】 

産後うつや育児ストレスに対し保健師等
が必要な助言指導を実施します。

継続 市民保健課 子育て支援センター

 【こんにちは赤ちゃん訪問】 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し
育児に関する相談、子育て支援に関する情報
を提供し虐待の早期発見に努めます。

継続 福祉事務所 こんにちは赤ちゃん訪問員

 【リトルママの会】 

赤ちゃんとのふれあいを通しお子さんと
ゆったりした時間を過ごし、母親同士の交
流を深め育児不安の解消を図ります。

継続 市民保健課

 【産婦健康診査】 

出産後２週間、１か月の産婦を対象に、
問診、診察、体重・血圧測定、こころの健
康チェックを実施し心身の健康をサポート
します。

継続 市民保健課 産婦人科、助産院
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６）自殺未遂者に対する支援 

自殺未遂で医療機関を受診した方の身体的・精神的ケアを県と共同で実施し、

自殺未遂者及びその家族等身近な支援者への支援を実施します。 

　  

７）遺された人への支援 

自殺により遺された人に対し必要な支援情報を提供します。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【産後ケア事業】 

退院後に自身の体調や育児に不安を感
じ、入院や通院による支援を必要とする５
か月未満のお子さんと母親を対象に宿泊
型・日帰り型で母子のケアや授乳指導、育
児相談を実施します。

継続 市民保健課 産婦人科、助産院

 【離乳食教室】 

生後５～６か月児を対象に離乳食に関す
る教室を開催し、不安や問題について気づ
き必要な支援につなげます。

継続 市民保健課

 【女性特有の相談窓口】 
　女性専門の相談窓口を開設し、気軽に相
談できる体制を構築する。

新規 福祉事務所

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【自殺未遂者相談】 

医療機関、警察等からの情報提供を受
け、関係機関と連携し自殺未遂者の支援
を行います。

継続 福祉事務所

賀茂健康福祉センター 
賀茂児童相談所 
下田警察署 
各医療機関

 【支援者の人材育成】 

自殺未遂者及び家族等の身近な支援者に
対する支援方法の研修会等へ参加します。

継続 福祉事務所 精神保健福祉センター

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【すみれ相談会】 

遺族の自助グループによる相談会の情報
についてホームページや広報、リーフレッ
ト等で周知します。

継続 福祉事務所
すみれ会 
賀茂健康福祉センター 
精神保健福祉センター

 【東部わかちあい　すみれ会】 

家族や友人を失った遺族が集い、わかち
合うための会の情報についてホームページ
や広報、リーフレット等で周知します。

継続 福祉事務所
すみれ会 
精神保健福祉センター
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５．児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

自殺対策基本法の改正により、学校におけるＳＯＳの出し方に関する教育の推

進が盛り込まれました。また、市内小中学生の意識調査で悩み事がある時の相談

相手について全体の 44％が「家族にほとんど相談しない」と回答しているため

問題を抱える前の段階から対策を講じる必要があります。 

 

１）ＳＯＳの出し方に関する理解の促進 

児童生徒にトラブル発生時のＳＯＳの出し方について理解を図ります。 

 

 

２）児童生徒からのＳＯＳに対応する支援体制の整備 

児童生徒のＳＯＳに気づきこころの相談等に対応できる体制づくりを図り

ます。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【会員制交流サイト＊研修】 

児童生徒に会員制交流サイト＊における
マナーやメリット・デメリット、使用方法
や個人情報の大切さを理解してもらいトラ
ブルに巻き込まれないよう啓発します。

継続 学校教育課

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【スクールキャンパス啓発】 

　若年層の消費者トラブルを未然に防止す
るため、賀茂広域消費生活センターによる
小・中・高校生向けの出前講座を実施し相
談先等の周知を図ります。

継続 産業振興課 賀茂広域消費生活センター

 【人権啓発】 

学校及び関係機関と連携を図りながら、
子ども人権110番の周知、子どもの人権
SOSミニレターの配布等を通し、子どもを
めぐる様々な人権問題の解決にあたりま
す。

継続 福祉事務所 静岡地方法務局下田支局

 【相談窓口の周知】 

よりそいホットライン(24時間365日対
応)、若者こころの電話相談、家庭児童相談
室相談事業等相談窓口の周知を図ります。

継続 福祉事務所

 【スクールソーシャルワーカー＊定例会】 

学校現場にて福祉の視点から気になる児
童生徒を見守り、問題発生を未然に防ぐこ
とにつなげます。

継続 学校教育課
スクールソーシャルワー
カー＊
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Ⅱ　重点施策 

１．高齢者対策 

高齢者においては、閉じこもりやうつ状態になることを予防することが、介護

予防の観点からも必要であり、地域の中で生きがい、役割を持って生活できる地

域づくりを推進します。また、介護者の負担を軽減するため、地域包括支援セン

ターその他関係機関等との連携協力体制の整備や相談等が円滑に実施されるよう

努めます。 

 

１）包括的な支援体制の整備 

健康、医療、介護等に関する様々な関係機関と連携し包括的な支援体制を整

備します。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【キャラバンメイト＊】 

　認知症の人が住み慣れた地域で安心して
暮らせる地域づくりを推進するため、認知
症サポーター＊を養成します。

継続 市民保健課

 【在宅医療・介護連携体制の推進】 

　在宅療養する患者に対し、医療・介護を
適切に連携する支援を実施し本人及び介護
者の負担軽減に努めます。

継続 市民保健課
賀茂地区在宅医療・介護連
携推進センター

 
【認知症初期集中支援チームの設置】 

認知症初期集中支援チームを設置し認知
症サポート医師と協力し、認知症の初期対
応を実施し本人及び家族の負担軽減に努め
ます。

継続 市民保健課 認知症サポート医

 
【生活支援体制整備事業の推進】 

　コーディネーター及び協議体の活動によ
り、住民主体のサービスを創出し、介護予
防・社会参加等の機会を作り閉じこもり予防
により本人及び家族の負担軽減に努めます。

継続 市民保健課 下田市社会福祉協議会＊
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　　２）高齢者の健康づくり、社会参加及び居場所づくり 

様々な関係機関と連携しながら高齢者の社会貢献や生きがいづくりを促進

するとともに悩みを抱えた人のひきこもりや孤立を予防するため居場所づく

りを推進します。 

 

３）高齢者や介護者に対する相談・支援 

高齢者の様々な問題に対し相談・生活支援を実施します。 

 

 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【生涯学習の推進】 

高齢者対象の寿大学、スポーツ教室等を
開催し喪失感や孤独感の緩和を図ります。

継続 生涯学習課

 【居場所づくり支援】 

地域ボランティアによる居場所づくりを
支援します。

継続 市民保健課 下田市社会福祉協議会＊

 【こころの健康に関する研修】 

依頼のあった団体にうつ病予防やこころ
の健康等についての講座を開催します。

継続 市民保健課 賀茂健康福祉センター

 【高齢者生きがい、健康づくり】 

老人クラブ連合会に委託し絵手紙教室、
スポーツ大会、老人演芸大会等を実施しま
す。

継続 福祉事務所
老人クラブ連合会 
下田市社会福祉協議会＊

 【シルバー人材センター＊運営補助】 

下田シルバー人材センター＊の運営に補
助を行い、働く意欲を持っている健康な高
齢者のための生きがいづくり事業を支援し
ます。

継続 福祉事務所
下田市シルバー人材セン
ター＊

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【特別在宅収集】 

戸別訪問による特別在宅収集支援により
高齢者等を見守り、異状の早期発見・早期
支援に努めます。

継続
環境対策課 
福祉事務所

 【高齢者の総合相談】 

医療・福祉・介護等の相談を行い、不安
の軽減や生活支援に結びつけます。

継続 市民保健課

 【認知症高齢者等事前登録事業】 

　認知症等の理由により徘徊が心配される
高齢者を事前登録し、徘徊高齢者本人の、
早期保護による安全の確保と、徘徊高齢者
等を介護する家族の負担の軽減に努めま
す。

継続 市民保健課 下田警察署
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 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【介護予防・日常生活支援総合事業】 

介護保険未利用者で、閉じこもり傾向や、
身体面や精神面での不安を抱える方に訪
問・通所等のサービスを実施し不安の軽減
に努めます。

継続 市民保健課

 【一般介護予防事業＊】 

すべての65歳以上の市民を対象に介護
予防教室への参加の機会を作り、閉じこも
りを防止し、相談等に結びつけます。

継続 市民保健課

 【認知症ケアパス＊作成】 

認知症の相談や受診の流れを示した、認
知症ケアパス＊を作成し不安の軽減や家族
介護者の負担の軽減に努めます。

継続 市民保健課 認知症サポート医

 【介護用品(紙おむつ等)支給事業】 

重度要介護者を介護する介護者に紙おむつ
等の購入費を助成し介護者の経済負担を軽減
します。

継続 市民保健課

 【在宅寝たきり高齢者等介護手当の支給】 

寝たきり高齢者、認知症高齢者と生活を
ともにする介護者に手当を支給し、介護者
の経済的負担を軽減します。

継続 市民保健課

 【家族介護支援事業】 

在宅で高齢者を介護している家族や介護
に関心のある方を対象に、介護者サロンや
講座等を行い、介護者の慰労や介護に関す
る知識・技術の習得に努めます。

継続 市民保健課 下田市社会福祉協議会＊

 【緊急通報装置の設置】 

通報装置を設置することで、在宅のひと
り暮らしの高齢者等の生活の安全を確保す
るとともに不安の解消に努めます。

継続 福祉事務所 下田消防署

 【高齢者等給食サービス】 

ひとり暮らしの高齢者等で日常生活の食
事の準備が困難な方に、栄養のバランスの
とれた食事(夕食のみ)を提供し生活を支援
します。

継続 福祉事務所 下田市社会福祉協議会＊
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２．生活困窮者対策 

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や物価高騰により景気の

低迷がみられています。生活困窮者は全国的に増加していくことが予測され、そ

れに伴い精神的に追い詰められることでの自殺リスクは全国的に高まっています。

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な支援を行うと

ともに、各種相談窓口の整備や給付金制度などを活用し、自殺対策に関わる関係

機関等と緊密に連携し生きるための支援を実施します。 

 

１）相談体制の整備 

多機関が連携し、生活困窮者を自殺ハイリスク者と捉えて、相談支援をしま

す。 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【納税相談】 

　納税相談に訪れた市民に対し、必要に応
じて他の相談窓口を案内することで、生活
面で深刻な問題を抱えていたり、困難な状
況にある可能性のある方を支援につなげま
す。

継続 税 務 課

 

 【上下水道料金徴収】 

上下水道料金の滞納整理の際に、生活困
窮者に対し必要に応じて相談窓口につなげ
ます。

継続 上下水道課

 【市営住宅】 

市営住宅の入居申込みや使用料の滞納整
理の際に、困難な状況を聞き取った場合は、
必要に応じて相談窓口につなげます。

継続 建 設 課

 【消費生活対策】 

消費者金融、多重債務者相談等の相談や
情報提供を実施し、困難な状況を聞き取っ
た場合は、必要に応じて相談窓口につなげ
ます。

継続 産業振興課 賀茂広域消費生活センター

 【保育料等納入促進】 

　保育料等の滞納整理の際に、生活困窮者
に対し必要に応じて相談窓口につなげま
す。

継続 学校教育課

 【養護老人ホーム＊への入所相談】 

　65歳以上で経済的理由等により自宅で
の生活が困難な高齢者の入所手続きの際
に、困難な状況を聞き取った場合は、必要
に応じて相談窓口につなげます。

継続 福祉事務所

 
【生活困窮者自立支援】（自立相談支援） 

下田市くらし支援センターでの生活困窮
者自立支援制度の周知を図ります。

継続 福祉事務所
下田市社会福祉協議会＊、

下田公共職業安定所
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２）生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援 

生活困窮者支援制度と連動し個別支援を実施します。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【生活困窮者自立支援】（家計改善支援） 

　家計の状況を「見える化」し、家計管理
の意欲を引き出す相談支援を行い、多重債
務等からの生活の再建を図ります。

継続 福祉事務所 下田市社会福祉協議会＊

 【生活困窮者自立支援】（住宅確保給付金） 

　離職された方で、就労能力及び就労意欲
のある方のうち、住宅を喪失している方又
は喪失する恐れがある方に対し、住宅確保
給付金を支給します。

継続 福祉事務所 下田市社会福祉協議会＊

 【生活困窮者自立支援】（子どもの学習支援） 

　主に教育委員会による就学援助受給世帯
が対象ですが、子どもの居場所づくりの側
面も持たせるため、募集にあたっては全児
童生徒を対象とし夏季休業中を利用した集
合型で実施します。

継続 福祉事務所 下田市社会福祉協議会＊

 【生活保護受給者等就労自立促進】 

　就労支援員が下田公共職業安定所と連携
し求職活動支援を実施します。

継続 福祉事務所 下田公共職業安定所

 【就学援助と特別支援教育就学奨励】 

　経済的理由等により、就学困難な児童生
徒、あるいは障害を有する、又は特別支援
学級に在籍する児童生徒の保護者に対し、
給食費・学用品等を補助します。

継続 学校教育課
下田市民生委員児童委員 
協議会

 【ホームレス実態調査】 

　路上生活者に対し定期巡回により実態調
査を行い、適切な支援先につなげます。

継続 福祉事務所

 【生活福祉資金貸付】 

　関係機関等と連携し、低所得者や高齢者
世帯、障害者世帯の生活を経済的に支える
とともに、在宅福祉や社会参加の促進を
図っていきます。

継続 福祉事務所 下田市社会福祉協議会＊
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３．勤務・経営問題対策 

相談窓口の周知が少しずつ広まってはいるものの、「相談窓口を知らない」とい

う人もみられています。わかりやすい相談窓口の周知やストレスの対処方法を身に

つけるための情報提供を行っていきます。また、各種ハラスメント、過労死、過労

自殺することなく健康で充実して働き続けることができる労働環境を整えます。 

 

１）勤務・経営問題による自殺リスクの低減に向けた支援体制の構築 

働く人が抱える職場環境等の様々な問題の解決にむけ、関係機関で連携し支

援します。 

 

４．こども・若者の対策 

　当市では、若年層の自殺率は低い傾向にあるものの、静岡県の年齢階級別死因順

位でみると、若年層の死因の第 1 位は自殺となっています。育児等に間する悩み

や不安を抱える保護者の支援とともに、将来を担う子どもや若者の命を守ることは

非常に重要な課題といえます。義務教育の時期にストレスへの対処方法や精神的に

つらくなった時の援助希求行動を身につけ、学生生活はもとより、将来たくましく

生きていくことにつながる教育を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【就労相談・就労セミナー】 

国、県が実施する若年者の就労相談・就
労セミナーについて情報提供します。

継続 産業振興課 下田商工会議所

 【中小企業資金融資】 

低利の融資、緊急助成等中小企業資金融
資を行い、相談者の状況把握に努め、必要
に応じて他の相談窓口につなげます。

継続 産業振興課 下田商工会議所

 【勤務・経営問題相談先情報の周知推進】 

悩みや問題を抱えた労働者や経営者の問題状
況に対し、適切な相談窓口につながるよう周知を
図ります。

新規
産業振興課 
福祉事務所

下田商工会議所

 【ゲートキーパー研修会】 

商工会議所、青年会議所、農業協同組合、
漁業協同組合などの各種団体と連携調整を
し、ゲートキーパー研修を実施し、職場や
家族などの身近な人の変化に気づき寄り添
いながら見守っていく役割を担う人材の育
成に努めます。

新規
企画課 

福祉事務所

下田商工会議所 

青年会議所 

農業協同組合 

漁業協同組合
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　１）相談体制の充実 

　　　育児等に関する悩みや不安を抱えている保護者の相談体制を充実させ負

担軽減に努めます。 

 

 

　２）児童生徒のいじめに関する相談 

 

　いじめは決して許されないことであることから、「どの子どもにも、どの学校

でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、すべての教育関係者がいじめの

兆候をいち早く把握して、迅速に対応します。また学校において、子どもが自分

自身の大切さを自覚するとともに、危機的状況を自分で切り抜けるための知識や

方法を学び、たくましく生きるための力を養います。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【すくすく子ども相談会】 

発達に不安を抱える児の家族等からの相
談を受けて問題の解決に向けて支援しま
す。

継続 市民保健課 賀茂児童相談所

 【１歳、１歳６か月、２歳、２歳６か月、３
歳児歯科健康診査・歯科相談】 

子どもの歯科検診は、家庭の生活状況や
抱える問題等を把握する貴重な機会である
ため貧困家庭や虐待防止等の施策と連動さ
せ包括的な支援を行います。同時に育児相
談を実施し育児不安・ストレス等の軽減に
努めます。

継続 市民保健課
市内歯科医師、家庭児童相
談員＊

 【乳幼児発達相談指導事業】 

発達障害のある乳幼児とその家族等から
の相談に専門職（医師、心理士等）が応じ
不安の軽減等を図ります。

継続 市民保健課 賀茂健康福祉センター

 【障害児支援に関する相談】 
障害を抱える保護者への相談支援を通

じ保護者の負担軽減を図ります。

継続 福祉事務所 すまいる

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【下田市いじめ問題対策連絡協議会】 

下田市いじめ問題対策連絡協議会におけ
る各学校からの報告や情報共有により、組
織的にいじめ防止を検討協議し、効果的な
対応を図ります。 

 

継続 学校教育課

静岡地方法務局下田支局、
賀茂児童相談所、下田警察
署、PTA連絡協議会、人権
擁護委員、民生委員・児童
委員＊、福祉事務所、スクー
ルソーシャルワーカー＊、
スクールカウンセラー＊

 【いじめ問題対策委員会(各学校)】 

　各小中学校に設置される委員会において
対象となる児童生徒の問題、対策等につい
て協議し、いじめを未然に防ぎます。

継続 学校教育課
スクールソーシャルワー
カー＊スクールカウンセ
ラー＊
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３)　児童虐待被害者等への支援 

児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大な影響を与え、自殺の

リスク要因ともなり得ます。児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応や虐待

をうけた子どもの適切な保護・支援を図るため、賀茂児童相談所等と連携し相

談支援、一時保護体制を強化するとともに、社会的養護の充実に努めます。 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【下田市いじめ問題対策専門委員会】 

　教育委員会や各学校におけるいじめの対
応策について調査報告を行い、いじめの防
止や深刻化を防ぎます。

継続 学校教育課
教育、法律、医療、心理等
の関係者

 【スクールカウンセラー＊による児童生徒
面談】 

　スクールカウンセラー＊による児童生徒
への個別面談を実施し、より詳細な児童生
徒の様子を把握し、問題の深刻化を防ぎま
す。

継続 学校教育課 スクールカウンセラー

 【いじめ相談】 

家庭児童相談員による相談を実施し、支
援先につなげます。

継続 福祉事務所 学校教育課

 【人権啓発】 

学校及び関係機関と連携を図りながら、
子ども人権110番の周知、子どもの人権
SOSミニレターの配布等を通し、子どもを
めぐる様々な人権の問題の解決にあたりま
す。

継続 福祉事務所
静岡地方法務局下田支局 
人権擁護委員

 【人権相談】 

　人権擁護委員が家庭内や学校での虐待
やいじめ、差別等について相談を行いま
す。

継続 福祉事務所
静岡地方法務局下田支局 
人権擁護委員

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【下田市要保護児童対策地域協議会】 

　虐待が疑われる児童生徒や、支援対象家
族で自殺リスクが高いと思われる保護者等
について、早期に支援につなげられるよう
関係機関の連携体制の強化を図ります。

継続 福祉事務所

静岡地方法務局下田支局、
賀茂児童相談所、賀茂健康
福祉センター、下田警察署、
賀茂医師会、主任児童委員
等

 【虐待相談】 

家庭児童相談員＊等による相談を実施し、
問題解決に努めるとともに必要な支援先に
つなげます。

継続 福祉事務所
賀茂児童相談所、下田警察
署、家庭児童相談員＊
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４)　ひとり親家庭等に対する支援 

子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱えていることが多いひと

り親家庭等を支援するため、相談・指導・助言を行い、必要に応じて他の支援

機関につなげ、総合的・包括的な支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【こんにちは赤ちゃん訪問】 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問
し育児に関する相談、子育て支援に関する
情報を提供し虐待の早期発見に努めます。

継続 福祉事務所 こんにちは赤ちゃん訪問員

 事業・内容 取組 担当課 関係機関等

 【児童扶養手当の支給】 

離別や死別等によるひとり親家庭等に手
当を支給し生活を支援します。

継続 福祉事務所

 【ひとり親家庭等医療費助成】 

医療機関で受診した時の費用のうち、社
会保険各法に規定する保険給付の対象とな
る自己負担分を全額助成し生活を支援しま
す。

継続 福祉事務所

 【ひとり親家庭就学支援】 

児童扶養手当を受給しているひとり親家
庭等で、市内の小学校に入学するお子さん
の就学に必要な物品を購入する場合、その
購入費用の一部を助成し生活を支援しま
す。

継続 福祉事務所

 【ひとり親訓練給付】 

ひとり親の就労につながる訓練給付費を
支給し経済的な負担を軽減します。

継続 福祉事務所

 【母子生活支援】 

母子で一緒に過ごせる施設への入所を支
援します。

継続 福祉事務所
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Ⅲ　その他生きる支援関連施策 

その他の自殺対策につながる可能性がある事業。 

 

 

 

事　　業　　名 

【担　　当　　課】
自殺対策からの事業のとらえ方

基基基基基重重重重
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 公 園 の 管 理 及 び 
設 置 に 関 す る 事 務 

【 建 　 設 　 課 】

挙動不審者を発見したときは、関係機
関と連携し支援につなげることが、期待
されます。

● ●

 
遊 歩 道 管 理 事 業 

【 観 光 交 流 課 】

巡回パトロール時に、危険な箇所や不
審者等を見かけた際には関係機関と連携
し支援につなげることが期待されます。

● ●

 
男女共同参画推進事業 

【 企 画 課 】

女性に偏りがちな育児や家事、介護等
の分担を図ることや働き方改革の推進に
よる労働時間の見直し等を図ることで、
自殺等のリスク軽減が期待されます。

● ●

 市 民 協 働 型 
まちづくり推進事業 

【 企 画 課 】

地域の課題のひとつとして自殺問題を
取り上げることで、行政と民間が連携し
地域づくりとして自殺対策を推進するた
めの基盤づくりが期待されます。

● ● ●

 
市行政協力委員事務 
（区長連絡協議会） 

【 企 画 課 】

研修会等により、地域に自殺問題があ
ること、周囲の発見や協力で防ぐことが
出来る可能性があることなどを認識する
ことで、住民間での意識の醸成と事業の
周知が期待されます。

●

 

青少年健全育成事務 
【 生 涯 学 習 課 】

下田市青少年健全育成連絡協議会にお
いて、青少年層の抱える問題や自殺の危
機等に関する情報を共有してもらい、地
域の青少年を地域で守るという意識の向
上につなげます。各地区で世代間交流す
ることにより、地域の若年層の抱える悩
みや問題を把握する情報収集の機会とな
る可能性があります。

● ● ● ●

 あ じ さ い 指 導 教 室 
に お け る 児 童 生 徒 
へ の 個 別 対 応 

【 学 校 教 育 課 】

不登校等により学校に登校できない児
童生徒に寄り添い、学習支援をはじめ、
学校復帰への調整・支援を実施します。

● ● ● ●

 

青少年補導センター 
事 業 

【 生 涯 学 習 課 】

深夜の徘徊等、「非行」と思われる行
動が、悩みを抱える青少年からの「SOS」
である可能性があります。 

青少年の非行防止、犯罪被害防止等に
ついての広報啓発活動を行うことで、広
く住民に青少年を取り巻く環境を理解し
てもらい、青少年への声掛けをしてもら
う中で、気づき役やつなぎ役としての役
割となり得る人が増える可能性がありま
す。

● ● ● ● ●
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事　　業　　名 
【担　　当　　課】

自殺対策からの事業のとらえ方
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各 学 校 か ら の 
月 例 報 告 

【 学 校 教 育 課 】

教育委員会において各学校から不登
校・いじめ等の問題行動について報告を
受け、深刻な場合は下田市不登校児等対
策連絡協議会において情報共有します。

● ● ●

 

保育・幼児教育の実施 
【 学 校 教 育 課 】

保育士等による、保護者家庭のリスク
を早期に発見し、他の機関へとつなぐ等、
気づき役やつなぎ役としての役割を担う
ことが期待されます。

● ● ●

 

放課後児童対策事業 
【 学 校 教 育 課 】

指導員等による、児童・保護者家庭の
リスクを早期に発見し、他の機関へとつ
なぐ等、気づき役やつなぎ役としての役
割を担うことが期待されます。

● ● ●

 
ファミリーサポート 
セ ン タ ー 事 業 

【 学 校 教 育 課 】

まかせて会員による、児童・保護者家
庭のリスクを早期に発見し、他の機関へ
とつなぐ等、気づき役やつなぎ役の役割
を担うことが期待されます。。

● ● ● ●

 

地 域 子 育 て 支 援 
セ ン タ ー 事 業 

【 学 校 教 育 課 】

交流の場の提供、相談等により、子育
てに対する不安解消、社会からの孤立を
防止するとともに、子育て支援員により
児童・保護者家庭のリスクを早期に発見
し、他の機関へとつなぐ等、気づき役や
つなぎ役としての役割を担うことが期待
されます。

● ● ●

 

成年後見＊推進事業 

【 市 民 保 健 課 】

市民後見人養成講座（社会福祉協議会
＊に委託）を実施し、地域内の成年後見＊

利用を促進することにより、権利擁護の
面から本人支援につながると考えられま
す。 

成年後見＊市長申立に関する事務・相
談・支援時、自殺対策との連動性を高め
ていくことが期待されます。

● ● ● ●

 

保 健 医 療 計 画 
【 市 民 保 健 課 】

計画の次期改訂の際、計画の中で自殺
対策について言及することで、自殺対策
との連動性を高めていくことが期待され
ます。

●

 

健 康 づ く り 
食 生 活 推 進 員 
養 成 講 座 

【 市 民 保 健 課 】

食生活に問題があり、生活習慣病＊等
に罹患する人の中には、生活苦や身近な
支援者の不在など、日常生活上の困難を
抱えて自殺のリスクが高い人も少なくな
いと思われます。 

推進員の養成講座の中に、自殺対策の
視点を入れ込むことにより、推進員が自
殺のリスクを早期に発見し、適切な支援
先へつなげることが期待されます。

●
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自殺対策からの事業のとらえ方

基 基 基 基 基 重 重 重 重
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特 定 保 健 指 導 
重 症 化 予 防 事 業 

【 市 民 保 健 課 】

食生活に問題があり生活習慣病＊等に
罹患する人の中には、生活苦や身近な支
援者の不在など、日常生活上の問題ゆえ
に自殺のリスクが高い人も少なくないと
思われます。 

生活習慣病＊を切り口に住民の生活状
況把握等を行うことで、自殺のリスクが
高い人を、個別相談や継続支援につなげ
ることが期待されます。

●

 
健康づくり推進協議会　　
(いきいきサポーター) 

【 市 民 保 健 課 】

いきいきサポーターにゲートキーパー
＊研修を受講してもらい、リスクの高い
方を支援先につなげることが期待されま
す。

● ● ●

 

健 康 増 進 計 画 
【 市 民 保 健 課 】

計画の次期改訂の際、計画の中で自殺
対策について言及することで、自殺対策
との連動性を高めていくことが期待され
ます。

●

 

公 立 病 院 
(下田メディカルセンター) 

【 市 民 保 健 課 】

地域住民の信頼と期待に応えうる地域
医療の担い手として、また、地域包括ケ
アシステムにおける急性期・回復期医療
を提供する地域の中核的な医療機関とし
て、総合診療基盤に基づく高度・専門医
療の提供を行います。

●

 

出産子育て応援事業 
【 市 民 保 健 課 】

妊娠期から出産・子育てまでより身近

で相談できる「伴奏型支援」を充実さ

せるとともに、出産準備や子育てにか

かわる費用の経済的支援を一体的に実

施します。

● ●

 賀 茂 地 区 障 害 者 
計画・障害福祉計画・
障 害 児 計 画 

【 福 祉 事 務 所 】

障害者福祉事業と自殺対策事業との連
携可能な部分の検討を模索することによ
り、両事業の更なる連携が期待されます。

● ●

 

手話奉仕員養成講座 
【 福 祉 事 務 所 】

手話奉仕員にゲートキーパー＊研修を
受講してもらうことにより、障害者の中
で様々な問題を抱えて自殺リスクが高
まった人がいた場合には、手話奉仕員が
気づき・支援先につなぐ役割を担える可
能性があります。

● ● ●
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訓練等給付に関する 
事 務 

【 福 祉 事 務 所 】

障害者の抱える様々な問題に気づき、
適切な支援先へとつなげることにより自
殺リスクの軽減につながる可能性があり
ます。

●

 各 種 手 帳 
(身体・知的・精神) 
交 付 申 請 受 付 

【 福 祉 事 務 所 】

申請時に、本人や家族等と対面する機
会を活用し、問題の早期発見・早期対応
への接点となる可能性があります。

●

 心 身 障 害 者 
手 当 支 給 事 務 

【 福 祉 事 務 所 】

申請時に、本人や家族等と対面する機
会を活用し、問題の早期発見・早期対応
への接点となる可能性があります。

 
● 

 障 害 者 差 別 解 消 
推 進 事 業 

【 福 祉 事 務 所 】

相談対応時、自殺リスクを抱えた人の
把握、支援につなぐことができる可能性
があります。

●

 
地域自立支援協議会 

【 福 祉 事 務 所 】

医療や福祉等関係機関で構築された
ネットワークは、自殺対策を展開する上
での基盤となることが期待されます。

●

 

地 域 福 祉 推 進 事 業 
【 福 祉 事 務 所 】

地域の自殺実態や対策の情報、要支援
者の安否情報の収集など関係者で情報の
共有することで、両施策の連動を図るこ
とが期待されます。

● ● ● ●

 

育 児 用 品 購 入 助 成 
【 福 祉 事 務 所 】

満１歳に満たない乳児に係る育児用品
を購入した保護者に対し、助成金申請の
際、問題の早期発見・早期対応への接点
となる可能性があります。

● ● ●

 総 合 福 祉 会 館 の 
運 営 

【 福 祉 事 務 所 】

指定管理者である社会福祉協議会＊

が、高齢者及び障害者等の相談から必要
な支援につなぐことが期待されます。

● ●

 
生 活 保 護 施 行 に 
関 す る 事 務 

【 福 祉 事 務 所 】

生活保護受給者は、受給していない人
に比べて自殺リスクが高く、相談・支援
の提供は、そうした人々に支援する機会
となります。

● ● ●

 
生 活 保 護 各 種 扶 助 
支 給 事 務 

【 福 祉 事 務 所 】

扶助支給事務を通じて、本人や家族の
問題を把握し、必要に応じ適切な支援に
つなげることにより自殺リスクを低減さ
せることが期待されます。

● ● ●

 
法 外 援 護 事 業 

【 福 祉 事 務 所 】

生活困窮者、DV被害者の不測の事態に
対応し問題状況を把握し支援につなぐこ
とが期待されます。

● ● ●
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Ⅳ　取組目標 

◆基本施策１　地域におけるネットワークの強化  

 

◆基本施策２　自殺対策を支える人材の育成　 

 指　　　　標 現　状（2022年度） 目　標（2028年度） 関係課

 下 田 市 い の ち 支 え る 
自殺対策推進本部会議の開催

1回 1回以上/年 福祉事務所

 指　　　　標 現　状（2022年度）目　標（2028年度） 関係課

 職 員 向 け ゲ ー ト キ ー パ ー ＊ 
養 成 研 修 回 数

1回 1回以上/年
総務課 

福祉事務所

 職員向けゲートキーパー養成研修
アンケートで「自殺対策の理解が
できた」と回答した人の割合

100％ 100％ 福祉事務所

 市 民 向 け ゲ ー ト キ ー パ ー ＊ 
養 成 研 修 回 数

ー 1回/年 福祉事務所

 市民向けゲートキーパー＊養成研
修アンケートで「自殺対策の理解
ができた」と回答した人の割合

 
100％

 
100％

福祉事務所

 

認知症サポーター＊養成講座回数
5回 

(※新型コロナウイルス感染

症の関係で少人数で実施）

２回/年 市民保健課

 

事　　業　　名 
【担　　当　　課】

自殺対策からの事業のとらえ方
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行 方 不 明 者 の 
捜 索 保 護 活 動 

【 防 災 安 全 課 】

行方不明者の捜索・保護活動時、本人
や家族等と対面する機会を活用し、問題
の早期発見・早期対応への接点となる可
能性があります。

● ●
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◆基本施策３　市民への普及啓発と周知　) 

 

 

◆基本施策４　生きることの促進要因への支援　 

 指　　　　標 現　状（2022年度）目　標（2028年度） 関係課

 図 書 館 で の 自 殺 予 防 月 間 
コ ー ナ ー 設 置

1回/年 1回/年 生涯学習課

 街 頭 啓 発 キ ャ ン ペ ー ン 等 
啓 発 回 数

ー 2回/年 福祉事務所

 相 談 窓 口 一 覧 チ ラ シ の 
作 成 ・ 配 布

実施 継続 福祉事務所

 こ こ ろ の 健 康 等 に 関 す る 
健 康 教 育 の 実 施 回 数

2回/年 １回/年 市民保健課

 地 域 相 談 機 関 を 知 っ て い る 
市 民 の 割 合 
( 下田 市健 康増 進アン ケー ト)

－ 70％ 市民保健課

 ゲ ー ト キ ー パ ー ＊ を 
知 っ て い る 市 民 の 割 合 
（下田市健康増進アンケート）

－ 70％ 市民保健課

 指　　　　標 現　状（2022年度） 目　標（2028年度） 関係課

 下 田 市 い じ め 問 題 
対 策 連 絡 協 議 会 の 開 催

１回/年 １回/年 学校教育課

 
特 定 健 康 診 査 ＊ の 受 診 率 
（データーヘルス計画目標値）

31.9％ 38.7％

市民保健課  特 定 保 健 指 導 ＊ 
の 実 施 率 
（第３期データヘルス
計 画 目 標 値 )

積 極 的 
支 援

10.2％ 35.0％

 動 機 づ け 
支 援

45.5％ 35.0％

 
こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 
訪 問 の 実 施 率

100％ 
（62件/62件）

100.0％
市民保健課 
福祉事務所

 産 後 う つ 質 問 票 
（エジンバラ＊）での９点以上 
高 得 点 者 の 割 合

16.4％（９人/55人） 8.2％ 市民保健課

 自分なりのストレス解消法を 
持 つ 人 の 割 合 
（ 市 民 ア ン ケ ー ト ）

2023年度 
81.3％

2028年度 
90.0％

福祉事務所

 睡眠で休養が十分とれている 
人 の 割 合 
（ 市 民 ア ン ケ ー ト ）

2023年度 
77.4％

2028年度 
80.0％

福祉事務所
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◆基本施策５　児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育　 

 

◆重点施策１　高齢者対策　 

 

◆重点施策２　生活困窮者対策　 

 

◆重点施策３　勤務・経営対策　 

 

 
指　　　　標 現　状（2022年度） 目　標（2028年度） 関係課

 
児童生徒の「ＳＯＳの出し方に
関 す る 教 育 」 実 施 校 数

小学校３/7校 
中学校１/1校

小学校７校 
中学校１校

学校教育課

 
会 員 制 交 流 サ イ ト ＊ 
研 修 会 の 実 施 校 数

小学校5/７校 
中学校1/1校

小学校７校 
中学校１校

学校教育課

 指　　　　標 現　状（2022年度） 目　標（2028年度） 関係課

 

6 0 歳 以 上 の 自 殺 者 数
2018～2022年合計 

 
13人

2023～2027年合計 
 

9人(30％減少)

福祉事務所 
(厚生労働省統計)

 

8 0 歳 以 上 の 自 殺 者 数
2018～2022年合計 

 
4人

2023～2027年合計 
 

3人(30％減少)

福祉事務所 
(厚生労働省統計)

 生涯学習事業で「こころの健康、
生きがい、いのちの大切さ」に
関 連 し た 講 座 等 の 実 施 回 数

0回/年 1回/年 生涯学習課

 

地 域 居 場 所 数 21か所 20か所 市民保健課

 
指　　　　標 現　状（2022年度） 目　標（2028年度） 関係課

 就労支援事業の利用のうち、 
就 労 に つ な が っ た 件 数

０件 5件 福祉事務所

 
指　　　　標 現　状（2022年度） 目　標（2028年度） 関係課

 商工会議所における経営者支援
セミナー等において、経営者等
を対象にしたメンタルヘルス研
修 会 の 実 施 回 数

0回/年 1回/年 産業振興課

 商工会議所と連携し、」市内企

業 ・ 事業 所 への 相 談先 情報 

リ ー フレ ッ ト等 の 配布 回数

0回/年 1回/年
産業振興課 

福祉事務所

 
事業所向けゲートキーパー養成
講 座 研 修 回 数

－ 1回以上/年 福祉事務所
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第 6 章　自殺対策推進体制 

Ⅰ　推進体制 

１．下田市いのち支える自殺対策推進本部 

市の関係行政機関が、自殺対策に関し、共通の認識を持ち、連携して自殺対策　

関連事業に取り組むことができるよう、本部会と幹事会を定期的に開催します。 

 

２．下田市健康づくり推進協議会 

市内の関係機関、民間団体等の相互の密接な連携を確保し、健康づくり対策を

総合的かつ効率的に推進するため、定期的に開催します。　 

協議会は、医療、福祉、教育等の関係機関・団体により構成されています。 

 

３．下田市いじめ問題対策連絡協議会及び専門委員会 

市内の関係行政機関が、いじめ防止等に関する情報交換、対策、連携の在り方

を協議し、重大事態発生時には、調査やいじめ防止等のための対策を実効的に行

います。 

４．下田市要保護児童対策地域協議会 

市内の関係機関が、要保護児童、要支援児童、特定妊婦、虐待被害児童等への

適切な対応を行うため定期的に開催します。 

協議会は、医療、福祉、教育等の関係機関・団体により構成されています。 

 

５．情報共有及び連携強化 

必要に応じて、関係機関が把握している情報を共有し、積極的な意見交換を行

うことにより、関係機関の連携を強化して自殺対策の推進に取り組みます。 

 

 

Ⅱ　関係者の役割 

 

○ 市民の役割 

自殺者の減少を図るため、市民一人ひとりが自殺対策の重要性を理解し、自殺

対策に取り組むことが大切です。 

また、自殺対策についての知識を学び、自らのこころの不調や身近な人たちの

変化に気づき、適切に対処することが望まれます。 

 

○ 家族の役割 

最も身近な存在である家庭は、よき理解者・支援者がいる場所です。家族が安

らげる憩いの場となるよう心がけお互いのこころの変化に気づき、不安や心配が

あるときは、早期に関係機関等に相談するよう助言することが大切です。 
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○ 地域の役割 

地域には、民生委員・児童委員＊や市役所その他の身近な相談窓口があり、関係

機関が連携し自殺の危険性の高い人への早期介入が期待されます。 

若年者・高齢者ともに核家族及び単身世帯が増加しています。地域でのつなが

りを通じて地域で支え合う体制づくりが求められます。 

 

○ 学校の役割 

学校では、いのちの大切さを学ぶ体制を充実させ、いじめ問題への対応等の施

策を通じて、自殺予防対策の充実を図ることが求められます。 

また、児童生徒の日常的な心身の健康状態を把握し、いつもと違う様子に気づ

いた時は、家庭や関係機関等と連携し、早期発見・早期対応が出来る組織体制を

学校内で整備し、子どもを守り育てるネットワークの構築が重要です。 

 

○ 職場の役割 

職場では、メンタルヘルス対策の充実、こころの健康問題に対する正しい知識

の啓発・普及を行うとともに、こころの健康問題を相談しやすい環境整備が重要

です。 

職場でストレスチェックを実施し、必要な場合には産業医等専門機関につなげ

ることが大切です。 

　　 

○ 医療・保健の役割 

自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、適切な医療や支援につなげるために、

かかりつけ医、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高める取組が求め

られます。 

 

○ 関係機関・団体の役割 

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の様々な分野の関係

機関・団体と密接な連携が重要で、総合的な支援体制が求められます。 

関係機関は、日頃から顔の見える関係づくりを構築しそれぞれの専門性を活か

し情報を共有し積極的に自殺対策に参画することが必要です。 

 

○ 下田市の役割 

誰も自殺に追い込まれることのない市を目指し、市民のこころの健康づくりに

努め、市民、地域、関係機関、団体等と連携し自殺対策事業に取り組みます。そ

のために、下田市いのち支える自殺対策推進本部を設置し、庁内が一丸となった

自殺対策を進める体制を整えます。 
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Ⅲ　ＰＤＣＡ＊サイクルによるマネジメント 

本計画における基本施策、重点施策については、毎年度下田市いのち支える

自殺対策推進本部において、ＰＤＣＡ＊サイクルによる評価を実施し、下田市

健康づくり推進協議会での意見を取り入れることで、目標達成に向けた事業の

推進を図ります。 

最終年度には、施策の推進に反映させるため、総合的な評価を実施し見直し

を行います。 
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【参考資料】 

資料１　用語説明 

 

あ 行  

○　一般介護予防事業　 

要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等、全ての高齢者が介

護予防に取り組みやすい環境づくりを進めるための事業。 

○　インスタグラム　 

米Meta社の提供する会員制交流サイト（ＳＮＳ）。 

○　エジンバラ（ＥＰＤＳ）質問票　 

産後うつ病のスクリーニング票として英国で開発され、10個の質問に母

親が自分で回答し、調査時１週間の状態を知ることができる。 

○　ＬＧＢＴ　 

性的少数者を限定的に指す言葉。レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男

性同性愛者）、バイセクシャル（両性愛者）、トランスジェンダー（出産時

に診断された性と、自認する性の不一致）の頭文字をとった総称で、他の性

的少数者は含まない。 

 

か 行  

○　会員制交流サイト（ソーシャルネットワーキングサービス：ＳＮＳ）　 

人と人との社会的なつながりを維持・促進する様々な機能を提供する、会

員制のオンラインサービス。 

○　家庭児童相談員　 

市や郡部の身近な地域で子どもや家族の様々な問題の相談に応じる相談

員。 

○　キャラバンメイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、講

師役を務める人のこと。キャラバンメイトになるためには、所定のキャラバ

ンメイト養成研修を受講し登録する必要がある。 

○　ゲートキーパー　 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて（傾聴）、必要な支援につ

なげ、見守る人のこと。 
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さ 行  

○　自殺死亡率（自殺率） 

その年の人口10万人あたりの自殺死亡者数（厚生労働省の人口動態統計

による自殺率） 

地域の自殺者数÷人口×100,000 

※人口：人口動態統計から市町村別自殺率を算出する際の年央人口（10月１日人口） 

○　社会福祉協議会　 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な

事項を定めている社会福祉法に規定されている。地域福祉事業推進の中心的

役割を担っている。 

○　シルバー人材センター　 

高齢者に対して、生きがいづくりや技能の活動等を目的に、地域社会での

臨時的・定期的な仕事を提供するために設立された団体。 

○　スクールカウンセラー（ＳＣ） 

教育機関において心理検査や心理療法にて、本人の抱えるこころの問題を

改善・解決していく心理の専門家。 

○　スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 

子どもに影響を及ぼしている家庭・学校・地域環境の改善に向けて、学校・

家庭・地域の支援ネットワークを築く福祉の専門家。 

○　生活習慣病　 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に

関与する疾患群。高脂血症、高血圧、糖尿病、心臓病、骨粗鬆症等があげら

れる。 

○　成年後見制度　 

認知症、知的障害、精神障害等のために、判断能力が十分でない人を保護

するための制度。 

 

た 行  

○　特定健康診査（特定健診） 

40歳から74歳の人に対してメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

群）の早期発見を目的として医療保険者が行う健康診査。 

○　特定保健指導　 

特定健康診査によりメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍であ

ることが判明した人に対して、医師・保健師・管理栄養士等が実践的なアド

バイスを行う保健指導をいう。 
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な 行  

○　認知症サポーター　 

「認知症サポーター養成講座」を受けた人が「認知症サポーター」となる。

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者となり自分

のできる範囲で活動を行う。認知症サポーターには認知症を支援する目印と

して「オレンジリング」をつけてもらう。 

 

○　認知症ケアパス　 

認知症の人やその家族が安心して、できる限り住み慣れた地域で暮らし続

けることができるよう、状況に応じた適切なサービス提供の流れを示したも

の。 

 

は 行  

○　ＰＤＣＡ　 

計画（Plan）を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Action）に結

びつけ、その結果を次の計画に生かすプロセスのこと。 

○　フェイスブック　 

米Meta社の提供する会員制交流サイト（ＳＮＳ）。 

 

ま 行  

○　民生委員・児童委員　 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に

住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努め

る方々であり、児童委員を兼ねている。児童委員は、地域の子どもたちが元

気に安心して暮らせるように、子ども達を見守り、子育ての不安や妊娠中の

心配事ごと等の相談・支援等を行う。また、一部の児童委員は児童に関する

ことを専門的に担当する主任児童委員の指名を受けている。 

 

や 行  

○　養護老人ホーム　 

環境上の理由や経済的な理由で、在宅で養護を受けることが困難な高齢者

を入所させ、養護するとともに、高齢者が自立した日常生活を営み、社会的

活動に参加するために必要な指導及び訓練、その他の援助を行うことを目的

とする施設。 

特別養護老人ホームと違い、介護保険施設ではなく、行政による措置施設

であり、入所の申し込みは施設ではなく市町村に行う。 
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資料２　相談窓口一覧 

2024 年３月現在 

 

 

 相 談 内 容 問合せ先

 ➤ こころ 
なんとなく夜眠れない、疲れやすい、やる気が出ない、
人間関係、お酒、認知症 等

下田市役所　福祉事務所 0558-22-2216

 ➤ 健 康 
生活習慣病、健康問題

下田市役所　市民保健課 
健康づくり係　 0558-22-2217

 

➤ 妊娠・子育て 
子どもの心身の発達や育児の悩み・しつけの相談、母
子・父子家庭の相談、DV 相談、不妊治療・妊娠の相談

下田市役所　市民保健課 
健康づくり係 

（子育て世代包括支援センター）
0558-22-2217

 下田市役所　福祉事務所 
（家庭児童相談室） 

（子ども家庭総合支援拠点）
0558-22-2216

 ➤ いじめ・学校生活 
いじめ、不登校、非行

教育委員会　学校教育課 0558-23-3929

 

➤ 高齢者・介護 
高齢者生活用具、高齢者等介護手当、介護保険制度　等

下田市役所　市民保健課 
包括支援センター 
介護保険係　　　

 
0558-36-4146 
0558-22-2077

 ➤ 生活困窮 
生活困窮について

下田市役所　福祉事務所（保護係） 0558-22-2216

 ➤ 消費者問題等悪徳商法 
消費者金融、多重債務、架空請求　等

賀茂広域消費生活センター 0558-24-2299

 ➤ 生活・福祉 
福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類等
の預かり

下田市社会福祉協議会 0558-22-3294

 
どんな悩みでも よりそいホットライン 

※24 時間対応
0120-279-338

 こころの悩みを抱える若者の相談 
(概ね 40 歳未満）

若者こころの悩み相談 
※24 時間対応

0800-200-2326

 
児童虐待の疑い等に関する相談 児童虐待相談電話（児童相談所） 

※24 時間対応
0558-27-4199

 いじめ問題やその他の困りごとに関する教
育相談

24 時間子供 SOS ダイヤル 
※24 時間対応

0120-0-78310

 配偶者からの暴力、女性の悩みに関する相
談

DV 相談ダイヤル（女性相談センター） 
※9時～20 時（祝日・年末年始除く）

054-286-9217

 
性犯罪や性暴力の被害にあった方・あって
いる方の相談

静岡県性暴力被害者支援センター 
SORA（そら） 

※24 時間対応

＃8891 
0120-8891-77 
054-255-8710
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各種相談会 

 事業名・相談内容 場所・日時 問合せ先

 
● こころの健康相談 

なんとなく夜眠れない、疲れやすい、やる気
がでない、人間関係、お酒、認知症　等 

スタッフ：精神科医

下田市総合庁舎４F 

　偶数月：第３火曜日 
　奇数月：第４月曜日 
14 時～16 時 

※要予約　相談無料

賀茂健康福祉センター福
祉課 

0558-24-2056

 ● ひきこもり相談会 
ひきこもり（社会参加しない状態が６か月以
上持続していて、精神疾患が第一の原因とは
考えにくいもの） 
 
　スタッフ：静岡県ひきこもり支援センターコー
ディネーター　等

下田総合庁舎４F 

毎月 第２水曜日 
10 時～16 時 

※要予約　相談無料

賀茂健康福祉センター福
祉課 

0558-24-2056

 
● 人権相談 

家庭内や学校での虐待やいじめ、差別、近所
トラブル等身の周りの悩み　等 

　スタッフ：人権擁護員

下田市市民文化会館 

　６月～３月 
月１回（変則実施） 

→日程は電話で確認 
※予約不要　相談無料

下田市役所 
福祉事務所 

0558-22-2216

 
● 市民相談（市民相談員） 

行政に関する苦情、要望、その他市民生活に
関する問題 

スタッフ：市民相談員

下田市役所 

　毎月 第２・４水曜日 
　10 時～15 時 
　（変則日あり） 
※要予約　相談無料

下田市役所 
市民保健課 市民係 

0558-22-2215

 
● 市民相談（顧問弁護士） 

相続、離婚、金銭貸借、損害賠償等日常の法
律問題 

　スタッフ：市顧問弁護士

下田市役所 

毎月 第２水曜日 
9 時 30 分～12 時 
（変則日あり） 

※要予約　相談無料

下田市役所 
市民保健課 市民係 

0558-22-2215

 

● 司法書士常設相談 

相続、金銭トラブル、認知症　等 
スタッフ：司法書士

下田市民文化会館 

・電話相談：月曜～金曜 
14 時～17 時 

・面談：毎月 第 3金曜日 
13 時～16 時 

※面談は要予約　相談無料

司法書士総合相談セン
ターしずおか 

・電話相談 
054-289-3704 

・面談 
054-289-3700

 ● なんでもかんでも相談 

病気や障害のこと、法律のこと、仕事や生活
のこと、お子さんの発達に関すること、その
他の困りごと 

　スタッフ：医療、福祉、司法などの専門職

下田市総合庁舎２F 

5～3 月の奇数月 
月 1回実施（変則実施） 
→日程は電話で確認 

※要予約　相談無料

静岡市清水医師会在宅医
療介護相談室 

054-344-0550



-59- 

資料３　改正自殺対策基本法（平成 28 年４月１日から施行） 

 

目次 
第一章 総則（第一条―第十一条） 
第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 
第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 
第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 
 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している

状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処して

いくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定める

こと等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族

等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の

実現に寄与することを目的とする。 
（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人と

して尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことがで

きるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するた

めの環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければなら

ない。 
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に

様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、

単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければな

らない。 
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺

が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければ

ならない。 
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図ら

れ、総合的に実施されなければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域

の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の

援助を行うものとする。 
（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用

する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心

を深めるよう努めるものとする。 
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（国民の理解の増進） 
第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の

理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 
（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策

の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するも

のとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふ

さわしい事業を実施するよう努めるものとする。 
（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七

条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関

係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するも

のとする。 
（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の

名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように

しなければならない。 
（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 
（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する

報告書を提出しなければならない。 
第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 
第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策

の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定

めなければならない。 
（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域

内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」と

いう。）を定めるものとする。 
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、

当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 
（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況

に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府

県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策

の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、

交付金を交付することができる。 
第三章 基本的施策 
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（調査研究等の推進及び体制の整備） 
第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺

の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在

り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び

にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報そ

の他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備

を行うものとする。 
（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、

自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 
（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係

る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心

の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当

たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携

を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として

共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん養等に資する教育又は啓

発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のた

めの教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又

は啓発を行うよう努めるものとする。 
（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のお

それがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が

精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の

診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の

傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との

適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とそ

の地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民

間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。 
（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他

の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講

ずるものとする。 
（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂

者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 
（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に

及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要

な施策を講ずるものとする。 
（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援

等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものと

する。 
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第四章 自殺総合対策会議等 
（設置及び所掌事務） 

第二十三条 内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を

置く。 
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。 
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策

の実施を推進すること。 
（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 
２　会長は、内閣官房長官をもって充てる。 
３　委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって

充てる。 
４　会議に、幹事を置く。 
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 
（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織

の整備を図るものとする。 



-63- 

資料４　自殺総合対策大綱（令和４年 10 月閣議決定）　概要 
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資料５　下田市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

○下田市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

平成30年７月10日訓令第12号 

（設置） 
第１条　自殺対策基本法（平成18年法律第85号）に基づき、生きるための包括的な支援を推

進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、下田市いのち支える自殺

対策推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 
第２条　本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１)　自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。 
(２)　自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 
(３)　自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 
(４)　自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。 
(５)　前各号に掲げるもののほか、自殺対策の総合的な推進に関すること。 

（組織） 
第３条　本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 
２　本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。 
３　本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 
第４条　本部長は、会務を総理し、本部を代表する。 
２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 
第５条　本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 
２　会議は、本部員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 
３　本部員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ

本部長の承認を得て、代理人を出席させることができる。 
４　本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若

しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
５　会議の議事は、出席した本部員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決すると

ころによる。 

（幹事会） 
第６条　第２条に規定する所掌事務について専門的な検討及び調査を行うため、幹事会を置

く。 
２　幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 
３　幹事長は福祉事務所長をもって充て、幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充

てる。 
４　幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 
５　幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長の指名した幹事

がその職務を代理する。 
６　前条の規定は、幹事会の会議に準用する。この場合において、同条中「本部」とあるの
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は、「幹事会」と、「本部長」とあるのは、「幹事長」と、「本部員」とあるのは、「幹

事」と読み替えるものとする。 

（庶務） 
第７条　本部及び幹事会の庶務は、福祉事務所において処理する。 

（その他） 
第８条　この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定め

る。 

附　則 

この要綱は、公示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

別表第２（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福祉事務所長、市民保健課長、企画課長、総務課長、財務課長、学校教育課長、生涯学習課長、

税務課長、観光交流課長、防災安全課長、建設課長、産業振興課長、環境対策課長、上下水道

課長

 
保護係長、社会福祉係長、障害福祉係長、健康づくり係長、地域包括支援センター長、企画調

整係長、秘書広報係長、人事係長、情報推進係長、行政管理係長、学校教育係長、こども育成

係長、社会教育係長、滞納対策係長、観光施設係長、消防安全係長、都市住宅係長、地域経済

促進係長、清掃センター長、業務係長
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資料６　下田市健康づくり推進協議会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 
氏　　名 所　　　　属 備　　考

 
川 﨑 祝 賀 茂 医 師 会        

 
兼 松 淳 子 賀 茂 歯 科 医 師 会 会　長

 
鈴 木 邦 明 下 田 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 副会長

 
川 﨑 美 智 子 下田市いきいきサポーター協議会

 
野 崎 完 下 田 老 人 ク ラ ブ 連 合 会

 
原 田 恵 子 下田市健康づくり食生活推進協議会

 
杉 山 高 重 下 田 市 ス ポ ー ツ 推 進 委 員

 
本 間 善 之 賀 茂 保 健 所

 
松 本 克 代 賀茂健康福祉センター健康増進課

 
佐 々 木 雅 昭 下 田 市 学 校 教 育 課

 
斎 藤 伸 彦 下 田 市 市 民 保 健 課
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資料７　策定経過 

 

 

 

 日　　時 内　　　　　　　　　　容

 2023年 
４月21～５月19日

下田市いのち支える自殺対策推進本部　幹事会 
　2022年度事業評価

 
6月６日 県説明会

 
7月～８月 自殺統計分析

 
８月10日 第１回下田市いのち支える自殺対策推進本部会議

 
10 月 10 日 下田市いのち支える自殺対策推進本部　幹事会

 10月10日～ 
10月24日

下田市いのち支える自殺対策推進本部　幹事会 
関連事業の棚卸作業

 
10 月 17 日

校長会説明 

（小学校５年生・中学校２年生アンケート調査について）

 10月25日～ 
11月30日

市民アンケート調査

 10月25日～ 
11月30日

小学校５年生・中学校２年生アンケート調査

 
12月

小学校５年生・中学校２年生アンケート及び市民アンケー
ト調査集計・分析

 
10月～12月 計画案素案作成

 2024年 
1月11日

第２回下田市いのち支える自殺対策推進本部会

 
１月19日～31日 第１回健康づくり推進協議会（書面会議）

 １月22日～ 
２月21日

パブリックコメント実施

 
２月26日 第２回健康づくり推進協議会

 ２月 29 日～ 

３月 14 日
第３回下田市いのち支える自殺対策推進本部会（書面会議）

 
３月 計画策定
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